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 教 育 官  居 波 邦 泰 

 教 育 官  東屋敷祥世 

 

◆SUMMARY◆ 

平成 26 年 10 月 12 日（日）から 17 日（金）にかけて、インドのムンバイで、第 68 回 IFA

年次総会（ムンバイ大会）が開催された。 

ムンバイ大会は、最近の世界各国の国際課税分野で注目を集めている BEPS に関するテー

マが取り扱われており、主要議題である「議題 1 海外アウトソーシング問題（戦略と解決策）」

及び「議題 2 事業体の課税上の取扱いと租税条約適用」についても、BEPS の観点からの議

論がなされている。 

このムンバイ大会に税務大学校から小川主任教授、鍋谷教授、居波教育官及び東屋敷教育

官が参加した。本稿は、これら 4 名の参加者が聴講した議題・セミナーに係るレクチャーや

ディスカッションについて議論のポイント等を報告するものである。 

なお、次回 69 回年次総会は、平成 27 年 8 月 30 日（日）から 9 月 3 日（木）までスイス

（バーゼル）で開催される予定である。（平成 27 年 2 月 27 日税務大学校ホームページ掲載） 

（税大ジャーナル編集部） 

 

本内容については、すべて執筆者の個人的見解であり、

税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式見解

を示すものではありません。 
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はじめに 

IFA〔International Fiscal Association〕第

68 回年次総会（ムンバイ大会）は、平成 26

年 10 月 12 日～17 日にインドのムンバイで

開催され、その参加者数は 1700 人程度と前

年のデンマークでのコペンハーゲン大会の参

加者を若干下回る程度であった。 

今回のムンバイ大会では、メインの議題 2

つと A～J までの 10 セミナーの計 12 のテー

マ（コペンハーゲン大会と同数）が取り上げ

られたわけであるが、本大会の特徴として、

その大半のテーマが BEPS（税源浸食と利益

移転）に関わるものであり、加えて、開催国

がインドということで、新興国や途上国の観

点から源泉地国としての国際的課税権の確保

を意図しているであろうテーマが多く見受け

られることである。 

また、ムンバイ大会はインドの IFA 支部会

長であった Porus F Kaka 氏がアジアから初

めての IFA会長になって初めての総会であり、

その開催国が地元国のインドであるというこ

とで、一層の力が入った年次総会であったこ

とを指摘せずにはいられないところである。 

 

今回のムンバイ大会には税大研究部から、

小川廣明主任教授、鍋谷彰男教授、居波邦泰

教育官、東屋敷祥世教育官の 4 名が参加をし、

以下の報告分担のもと作成したものである。 

小  川：議題 1、セミナーG、I 

鍋  谷：セミナーC、F、H 1 

居  波：議題 2、セミナーB、E、H 3、J 

東屋敷：セミナーA、D、H 2 

 

これら 12 のセッションについて、テーマ

のポイントを示した上で議論の模様をお伝え

する。 
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「議題１：海外アウトソーシング問題（戦略

と解決策）」 

〔 Subject 1: Cross Border Outsourcing 

(Issues, strategies and solutions)〕 

 

〔議長及び討論者等(1)〕 

Chair：Bruno Gibert (France)、 

General Reporter：Pinakin Desai (India) 

and Shefali Goradia (India) 

Panel Members：Heinz-Klaus Kroppen 

(Germany), Lionel Nobre (Brazil), 

Harry Roodbeen (Netherlands),  

Monique Van Herksen (Netherlands) 

Secretary：Frédéric Roux (France) 

 

〔テーマのポイント〕 

  海外アウトソーシングが一般化する

中、多国籍企業のタックスプランニング

として行われるものが増加し、税制上の

取扱いが注目されるようになっている。

  定型的な機能をアウトソースするもの

が多いが、コア機能をグループ内でアウ

トソースすることが可能であることか

ら、アウトソーシングの理由を概観した

上で、源泉地国、居住地国それぞれに生

じうる課税問題について討議した。 

  BEPS プロジェクトでも、関連するテ

ーマとして、コミッショネアの利用の問

題、移転価格リスクの移転等の問題が取

り上げられている。 

 

1. 各国レポートの総括 

インドのジェネラル・レポーターから、38

カ国のブランチレポートの概要について次の

ような報告が行われた。 

(1) 国内法 

各国ともアウトソーシングについて一般

的な取扱いを定めた国内法はないが、輸出

振興、経済振興等の一環としてインセン

ティブを設けている国は多い。また、税率

の軽減、研究開発活動に関連したインセン

ティブを設けている国も多く見られる。一

方、税率の低い国との取引に対する租税回

避規定の適用、雇用を維持する税制、出国

税、損失繰り延べの否認など、抑制措置を

設けている国も見られる。 

(2) PE の取扱い 

受託製造を PE 認定する国など PE 課税

のリスクが特に高いいくつかの国を除くと、

PE 課税に関する特別なルールはない。支

店等事業を行う一定の場所の判定について

は、アウトソースされた活動を行う子会社

や役務提供を行う者の存在が自動的に PE

課税に結びつくものではないが、アウトソ

ースした者が品質管理、監督等のために定

期的に訪問し、「自由になる場所」を有する

と認められる場合などは課税リスクが高く

なる。 

代理人 PE については、独立の要件は

OECD モデル租税条約と同じであるが、契

約交渉への参加等の条件等は各国で異なっ

ており、注文取得代理人、在庫保有代理人

を代理人 PE と定める国などもある。 

サービス PE は一般的とは言えないが、

課税対象とする国の場合、期間の要件を

183 日とするものが多く、更に、課税リス

クを下げるためには、その期間出向から転

籍を求める国もある。 

また、PE の課税所得の算定については、

AOA の受け入れについて各国で対応が異

なっていること、本店経費の配賦について

必要とされる資料が各国で異なることなど

国による違いが大きい。 

(3) 移転価格の問題 

OECD ガイドラインは概ね順守されて

いるが、アウトソーシングのサービスフィ

ーの基準、事業再編費用の取扱い、ロケー

ション・セービング便益の帰属等について

は各国で考え方が異なり、特に中国、イン
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ド等からアグレッシブな主張がなされてい

る。 

また、対応的調整に困難が伴う国、紛争

解決手段（相互協議、APA、仲裁、セーフ

ハーバールール）については、各国の経験

の差から状況が異なる。 

(4) 源泉税の取扱い 

多くの国は一定の条件を設けた上で他国

の源泉税を外国税額控除の対象としている。

そのため、源泉地における税額と外国税額

控除される税額は通常異なった金額となる。 

サービスフィー、ロイヤルティなどの支

払いが源泉税の対象となるかどうかについ

ては国により異なっており、低税率国に対

する支払いについて高い税率を課すことで

源泉税を租税回避防止策とする国もある。 

(5) CFC ルールなどの課税繰り延べ防止規定 

多くの国で導入されているが、アウトソ

ーシングに対する CFC ルールの適用につ

いては国により立場が異なる。製造アウト

ソーシングについて適用除外とする国（米

国、フィンランド）、アウトソースの事業目

的を検討する国（フランス、ドイツ）、特定

国に対するアウトソーシングを課税要件と

する国（アルゼンチン、フィンランド、フ

ランス等）、特にアグレッシブな立場をとる

国（ブラジル）など、状況はまちまちであ

る。 

2. アウトソーシングの問題 

(1) アウトソーシングと BEPS プロジェクト 

アウトソーシングは企業内で行っていた

活動を費用節減、効率化などの目的で外部

に委託するものであるが、その場合に起こ

りうる問題として、企業秘密の確保、熟練、

作業効率の問題などがある。 

企業グループ内で行われるアウトソーシ

ングについては、これらの問題は少ないが、

税の問題を生じうるとして、次の二つの事

例を使って討議が行われた。 

なお、アウトソーシングに関連する

BEPS プロジェクトのテーマとしては、行

動 7（PE 認定の人為的回避の防止）の中で

取り上げられているコミッショネアの利用

の問題、行動 8－10（移転価格税制）の中

で取り上げられているロケーション・アド

バンテージ、無形資産、リスクの移転に関

連する問題などがあることが紹介された。 

(2) 2 つの事例 

イ アウトソース製造 

R国の居住法人であるCARCO社は自

動車の製造販売を行っている。同社は S

国子会社である SUBCAR 社に製造活動

を移転することとし、SUBCAR 社は

CARCO 社が所有し供給する部品で自動

車の組み立てを行うこととなった。部品

の所有権は CARCO 社のままであり、組

み立て後はCARCO社が完成車の販売を

行い、完成車は SUBCAR 社から顧客へ

直送される。SUBCAR 社は CARCO 社

からコストプラスベースでフィーの支払

いを受ける。CARCO は IP 権（ブラン

ド）を保持し、製品のデザインも行う。

SUBCAR 社は主要なリスクを負担する

ことはなく、主要な IP 権も使用しない。

以上を図示すると次のとおり。 
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ロ アウトソース役務提供 

R 国の居住法人である ICO 社は保険

サービスを行っている。S 国子会社であ

るOCO社は ICO社に対しコールセンタ

ーサービスを提供することとなった。

OCO 社の提供するサービスには、顧客

データベースの維持、顧客との対応、情

報の提供、ICO 社の指示のもとで行う顧

客との交渉が含まれている。顧客は最終

的に ICO 社と契約している。OCO 社は

ICO 社からコストプラスベースでフィ

ーの支払いを受ける。以上を図示すると

次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 討議 

(1) 事業目的とタックスプランニング 

アウトソーシングを事業目的から見た場

合、常に節税に結びつくとは限らないが、

必ず労働コスト等の節減を目指すものであ

ること、その際、タックスプランニングは

常に検討されるが、コアビジネスをアウト

ソースすることはなく、基本的にはルー

ティーンな活動について税の最小化を図る

ものである。中でも、源泉税の検討が重要

であり、租税条約の検討及びアウトソース

された支払いの性格付けが重要との補足が

あり、代表的なアウトソース先である

BRICS 各国の源泉税率の紹介があった。 

従来、源泉地国の源泉税率は下げる傾向

にあったが、南アは源泉税率の引き上げを
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行っており、新しい傾向として注目に値す

るとの指摘があった。 

また、インドでは、海外の非居住者が技

術役務の提供をインド法人等に依頼した場

合、当該非居住者は支払いの際に居住地国

に対する源泉徴収に加え、インドに対する

源泉徴収も求められる制度があるが、コン

プライアンスの確保に課題があるとの説明

があった。 

なお、ブラジルは、外為管理の厳しさと

租税条約の税率軽減の少なさから国内アウ

トソースが多いとの指摘もあった。 

 

区分 ブラジル 露 印 中国 
南ア 

現在 今後(注) 

利子 15％ 0- 
20% 

5- 
20% 10％ 0％ 15％ 

ロイヤルティ 15％ 20％ 25％ 10％ 12％ 15％ 

サービス 25％ 20％ 25％ 10％ 0％ 15％ 

（注）南アについて 2016 年以降適用 

 

(2) 上記事例への当てはめ 

上記 2(2)事例イについては、親会社が子

会社に製造活動を移管したことに対する対

価が必要かどうかの検討及び子会社の提供

する製造活動への対価の検討が必要である

が、後者については、一般的にはコストプ

ラス法を使用した手法が適切で、適切な比

較対象取引の選定が重要となることが説明

された。また、上記 2(2)事例ロについては、

コールセンター機能等として提供された活

動の内容、比較可能な取引の把握により、

場合によってはコストプラス法が適切とは

限らない場合があること、第三者が役務を

提供した場合に算定されるものと同一の結

果になる必要があるとの指摘があった。 

(3) 源泉地国での課税問題 

イ PE 課税リスク 

アウトソーシングした者が相手国で

事業を行う一定の場所を有するとして

課税を受けるリスクについては、上記事

例のいずれも「自由になる一定の場所」

を役務提供者の施設内に有していない

ことからその可能性が低いとの説明が

あった。また、委託製造先でアウトソー

スした者のために在庫を預かることが

「一定の場所」に結びつく可能性につい

ては、モデル条約で否定されていること

を確認した。 

事業再編との関係で、スペイン、イタ

リア等の裁判例では、PE を広く解する

傾向にあるとの指摘があった。イタリア

の Philip Morris 事件だけでなく、スペ

インでは最近、英国法人の事業を行う一

定の場所がスペイン子会社内にあると

する最高裁の判断が出され、同じ裁判所

が異なる判断（2012 年の Roche 事件で

はスペイン子会社は代理人 PE に該当す

るとした）を行った点についてパネリス

トからは興味深いとするコメントが

あった。 

代理人 PE 課税のリスクについても、

上記 2(2)の事例のいずれも、法的独立性、

経済的独立性、活動の内容から代理人

PE とされる可能性は低いとの説明が

あった。これに対し、サービス PE 課税

については、従業員等が一定期間以上滞
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在し役務の提供を行う場合に課税しう

るとする国連モデル租税条約の定めに

加え、OECD モデル租税条約でもコメン

タリーで議論されているが、各国の国内

法によりその状況は異なり、関連者間で

あれば期間を問わないとする国（インド、

カナダ）、技術的なサービスを対象外と

する国、出向などの従業員の権限との関

係を問題とする国、企業のコントロール

のもとで役務提供を行う限り従業員で

ない者も対象とする国（インド、スリラ

ンカ、オーストラリア等）、親会社等の

管理業務を対象外とする国（インド、ス

ペイン等）などがあることが紹介された。 

また、PE の所得算定については、

OECDモデル租税条約の第7条第2項の

規定に基づき、独立企業であれば得たで

あろう利得、特に新しい AOA による移

転価格ガイドラインに基づく機能リス

ク分析を行った上で、重要な人的機能に

応じた利得を計算することとなること

が説明された。これは支店等を有する場

合だけでなく、代理人 PE についても同

様であるが、従業員を想定した人的機能

の認定については問題も生ずることと、

代理人 PE の場合、一般的なサービスの

提供者にとどまることから考えると、多

くの場合超過収益は代理人 PE には帰属

させないものとなるとの補足説明が

あった。 

ロ 税務上の制約、論点 

PE の費用として控除しうるかどうか

については、PE に関連する事業上の費

用であれば本店経費の配賦が認められ

ることから、減価償却、本店の管理費用

等は控除可能であるが、本店に対する内

部利子等については銀行業を除き認め

られていないこと、また、PE も移転価

格、過少資本税制の適用対象となりうる

ことが説明された。 

(4) 居住地国での課税問題（アウトソーシン

グ対策税制として） 

イ 出国税 

多くの国では、機能・リスクの海外へ

の移転及び事業再編に対する問題に対応

するための税制、指針を有している。例

えば、OECD は移転価格ガイドラインの

第 9 章でこの問題を検討しており、いく

つかの国では企業の将来的な利益の移転

に対する出国税を課すこととしているこ

とが紹介された。 

しかしながら、従来型のアウトソーシ

ングの場合には、ルーティーンな機能を

アウトソースするものであり、重要な無

形資産やリスクは移転されず、単純なサ

ービス機能が移転されることから、

TNMM ベースのコストプラス法で対価

の算定が可能であり、このような例では

出国税は正当化されない。出国税が正当

化されうるのは、重要な無形資産やリス

クの移転を伴い、アウトソース先が企業

家のリターンを受け取る場合である。 

ロ CFC 税制 

一般的な CFC 税制については、低税

率国に所在する外国子会社の利益につい

て親会社居住地国で課税対象となる。ア

ウトソーシングを低税率国に所在するグ

ループ子会社等に行う場合、CFC 税制の

適用の可能性がある。その際の問題とし

ては、各機能の性格、特に能動的なもの

か受動的なものかであるが、受動的なも

のの適用範囲はどこまでか（例えば、バッ

クオフィス機能に対する売買機能）、経済

的な理由の正当性に関するセーフハーバ

ー条項などが代表的なものであることが

紹介された。 

ハ その他の税制 

国内法では、サービスフィーを損金と

するためには、通常、当該法人に関連す

るもので、適切な期間へ対応するもの、
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証拠書類が適切に保存され、独立企業間

価格である、などの条件が必要である。 

これに加え、アウトソース先が低税率

国である場合、損金性及び条約適用につ

いて条件が付される場合がある。このよ

うな費用について、本人の事業活動と深

く関わるサービスである場合には損金と

するための追加的な要件を設ける国があ

る。また、主たる目的が租税回避に当た

る場合、LOB 条項や GAAR により、条

約適用についても一定の制限を課す国も

あることが紹介された。 

更に、国連の議論として、途上国にとっ

て問題となっている点は、途上国のロー

カルな通貨に比して、欧米等の割高な通

貨を使うことにより同じサービスが相対

的に高いコストとなっている点があると

の指摘があった。 

(5) 複雑なアウトソーシングの新たな事例 

パネルから、複雑なアウトソーシング事

例として、BEPS 行動 8（移転価格ガイド

ライン 6 章の改定）で議論された事例 7（未

確定）の説明があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A社とB社はグループ内の企業であるが、

両社はB社の既存の無形資産等と経験を有

する研究スタッフを活用して高い利益の見

込める無形資産を開発することとした。開

発に際し、A 社は必要なすべての資金を提

供し開発された無形資産の法的所有者とな

る。両者のアウトソーシング契約では、B

社は無形資産の開発、維持、発展に関する

活動を行い、管理も行う。B 社のアドバイ

スとガイダンスに基づいて開発されると、

A 社は世界中の関連会社又は第三者にライ

センスを行い、定期的なロイヤリティを受

け取るとする事例である。 

本件について、契約と事実関係に基づい

て両当事者にとって可能であったオプショ

ンを前提に本件取引を考えた場合、A 社が

B 社に資金供与を行っているという判断と

なるが、A 社が負担するリスクを調整した

上で金融活動に対する対価を認識する必要

があるとの指摘があった。この点について、

特別の措置で対処する必要があるとの意見

の国もあるなど OECD でも結論が出てい

ないが、リスクと取引の再構築、過大な資

本等の問題として OECD の今後の作業の

中で引き続き検討されることが紹介された。 

 

6. 結論 

ルーティーンな機能のアウトソーシングか

ライセンス R&D 

A 社 

B 社 

X 国 

Y 国 

既存の
IP 権

新規の
IP 権 
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ら、より複雑な機能がアウトソーシングされ

るようになり、アウトソーシングの重要性が

増すとともに、多くの議論が行われるように

なっている。中でも、PE の性格付けの問題

と所得計算の問題、移転価格問題としてどの

ように解決を図るか、代理人 PE 課税を巡る

未解決な問題など、多くの課題があることを

確認して討議を終えた。 

 

「議題２：事業体の課税上の取扱いと租税条

約適用」 

〔Subject 2 : Qualification of taxable entities 

and treaty protection〕 

 

〔議長及び討論者等〕 

Chair：Carol Dunahoo (United States) 

General Reporter： Claus Staringer 

(Germany) and Michael Lang 

(Austria) 

Panel Members： Clive Baxter 

(Denmark), Stephen Bowman 

(Canada), Pramod Kumar (India), 

Michael Lang (Austria), Jae Ho Lee 

(Korea Rep.), Claus Staringer 

(Germany) 

Commentator： 

Christian Kaeser (Germany), 

Jacques Sasseville (OECD) 

Secretary： 

Felipe Vallada (Brazil/Austria) 

 

〔テーマのポイント〕 

  多国籍企業グループでは、関連者間で国

際取引を行うために、パートナーシップの形

態の事業体を設立することがよく見受けら

れる。我が国の匿名組合や米国の LPS

（limited partnership）等のパートナーシッ

プは、一般的に、パートナーシップの段階で

は課税がされずパートナーの段階で課税が

な さ れ る こ と か ら 、 課 税 上 「 透 明

（transparent）」であるとされる。 

  この取扱いは各国の税法によって異なるこ

とがあり、同一のパートナーシップが、ある

国からは透明であっても、別の国からは不

透明（opaque）であるということがあり得え、

国家が判断をしていない例として、米国では

納税者が選択できること（チェック・ザ・ボック

ス・ルール）があげられる。 

  このことから、パートナーシップを含むこの

ような性質の事業体は「ハイブリッド事業体」

ともいわれ、租税条約ではその特典の付与

に関して、ハイブリッド事業体への各国の

「事業体の認定」の取扱いを組み合わせる

ことで、国際的な二重課税や二重非課税が

生じることが認められている。 

  こ の よ う な 「 事 業 体 の 認 定 の 抵 触

（conflicts of qualification）」に対しては、

1999年にOECDからパートナーシップ報告

書が公表されてはいるが、問題の完全な解

決には至っていない。 

  本セッションは、この「事業体の認定の抵

触」に対して、最近の BEPS における議論も

踏まえ、その対処策について検討を行った

ものである。 

1. イントロダクション 

このセッションは、「事業体の認定の抵触

（conflicts of qualification）」が、どのように

租税条約に係るその資格付与に対して影響を

与えるのか、そして、そのような抵触がどの

ように解決されるべきであるのかについての

問題を取り扱ったものである(2)。 

この問題は、古くは IFA 総会で 1973 年か

らの継続的なトピックであり、1993 年から 

OECD で検討すべき課題として取り扱われ

てきたものである。 

さらに、現在、OECD の最重要の検討課題

である「税源浸食と利益移転（BEPS）」のイ
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ニシアティブに係る鍵の一つとなる問題でも

ある。 

本セッションで取り上げられた「事業体の

認定の抵触」とは、パートナーシップである

事業体が国際取引を行う場合に、当該パート

ナーシップの課税上の取扱いが、その国際取

引に関わる国（居住地国、源泉地国、パート

ナーシップ設立国等）ごとで、透明

（transparent）として取扱うのか、不透明

（opaque）として取扱うのか分かれることが

あり、これを「事業体の認定の抵触（conflicts 

of qualification）」と呼んでいる。当該国際取

引に関わるすべての国が、当該パートナー

シップに対し同一の取扱いをしていれば、租

税条約の特典の付与に関して課税上の問題

（国際的二重課税又は二重非課税）が生じる

ことはないが、「事業体の認定の抵触」が起き

得ると国際的二重課税又は二重非課税が生じ

得ることがあり、これに対し国際課税上の対

処が必要とされてきたわけである。 

これに対し、OECD は 1999 年に「The 

Application of the OECD Model Tax 

Convention to Partnership（OECD モデル

租税条約のパートナーシップへの適用）」（以

下「OECD パートナーシップ報告書」とい

う。）を公表し、パートナーシップに対してど

のように OECD モデル租税条約を適用すべ

きかについて一定の取扱いを示した。本セッ

ションは、まさに 15 年前に公表されたこの

OECD パートナーシップ報告書の妥当性の

再検討をテーマにしたものであり、本報告書

に敢えて「old」（この訳語は「従来の」とし

た）という形容詞を冠している。 

本セッションでは、途中の休憩を挟み前半

と後半に分けて、前半では、その冒頭部で問

題点の整理がなされ、続けて「事業体の認定

の抵触」への対処策としてこれまでの 4 つの

異なるアプローチが論じられ、後半では、現

在の BEPS への取組み等を踏まえ、新たな対

処策として 2 つの潜在的アプローチが議論さ

れ、全体として以下に示す 6 つのアプローチ

が取り上げられた。 

 

① アプローチ 1 － “Old” OECD 

Partnership Report（Felipe Vallada） 

「従来の」OECD パートナーシップ報告書 

② アプローチ 2 － Pure Source State 

Approach（Michael Lang） 

純粋源泉地国アプローチ 

③ アプローチ 3 － Modified Source State 

Approach（Jae Ho Lee） 

韓国の判例： 修正源泉地国アプローチ 

④ アプローチ 4 － Reservations on OECD 

Partnership Report（Pramod Kumar） 

インドの経験： OECD パートナーシップ

報告書の留保 

⑤ アプローチ 5 － OECD / G20 BEPS 

Report approach （Felipe Vallada・

Michael Lang） 

OECD / G20 BEPS 報告書アプローチ 

⑥ アプローチ 6 － Tailored bilateral 

treaty solutions（Stephen Bowman） 

テーラーメイド二国間条約ソリューション 

 

2. 問題の整理 

(1) 事業体の認定の抵触（ conflicts of 

qualification）とは何か 

議長の Dunahoo から「事業体の認定の

抵触」とは何かということで、これについ

て、パートナーシップに関して典型的な三

者間の状況を例示することによって説明さ

れた。 

この事例を下記に図示（事例①）すると、

P 国で設立されたパートナーシップは、S

国から受動的所得（利子又はロイヤルティ

等）を受領する。他方で、そのパートナー

は、R 国の居住者である。R 国及び P 国は、

パートナーシップを課税上透明な事業体

（transparent entity）であるとみなすの

に対して、S 国はそれを不透明な事業体
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（opaque entity）であるとみなす。 

「事業体の認定の抵触」は、このような

一方の R 国及び P 国と他方の S 国との間

で、典型的に生ずるものであるとされた。 

 

〔事業体の認定の抵触（conflicts of qualification）：事例①〕 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunahoo は、このような事業体の認定

の抵触により生ずる問題には、以下のもの

が含まれることを強調していた。 

 パートナーシップは、P－S 租税条約

の目的において「者（person）」であ

るかどうか？ 

 パートナーシップは、受動的所得の受

領に関して P－S 租税条約に係る権

利を与えられているかどうか？ 

 パートナーは、受動的所得の受領に関

して、R－S 租税条約に係る権利を与

えられているかどうか？ 

 異なる者に国々が所得を割り当てる

なら、二重課税は避けられるのか？ 

 事業体の認定の抵触に係る他のケー

スでは、二重非課税は避けられるの

か？ 

これらの問題を取り扱う前に、Dunahoo 

は次の質問により、会場の聴衆への初期的

な意見の確認を行った： 

「今日の租税条約の下で事業体の認定の抵

触を取り扱う方法に、あなたは満足してい

るか？」 

この質問ついては、ひと握りの聴衆のメ

ンバーが肯定的な認識を示しただけで、圧

倒的多数から否定的な認識が表明された。 

(2) ハイブリッド事業体が存在する事業上の

理由 

Baxter から、企業がなぜ、不透明で制限

的な会社（法人）を利用するよりハイブリッ

ド事業体を選好するのかについて、彼の基

本的な分析結果を述べた。 

Baxter は、その理由として、多種多様の

ビジネスのモチベーションが含まれており、

共同ベンチャーあるいは企業にとっては

（例えば、異種企業間のジョイント・ベン

この例では、S 国（源泉地国）がパート

ナーシップを、不透明体としてみてい

この記号は、パートナーを意
味し、この例では、R 国の居
住者である。 

この記号は、パートナーシップを意味し、この例で

は、P 国が設立国で、R 国及び P 国は、このパート

ナーシップを課税上で透明とし、S国は不透明として

 この例では、R 国（居住地国）及び P 国（設立

国）がパートナーシップを、透明体としてみてい
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チャーや共同投資ヴィークルにとって）、ハ

イブリッドの形式を取り入れることが事業

上適切であろうとした。 

彼は、異なる法的管轄の居住者間の共同

ベンチャーは、関わる投資国のすべての租

税法規に不必要に抵触しない租税中立的な

ヴィークルを必要とするシナリオに、一般

的には導かれるという事実を強調した。彼

によれば、パートナーシップがこの目的を

達成するに向けての最も適当な解決策であ

ると説明した。 

さらに、共同ベンチャーの事業体が、最

小資本、ガバナンス基準、販売制限などの

煩わしい法的な義務に直面しないよう対処

するためにハイブリッドの形態を取り入れ

ることが、企業にとって事業上の強制的な

要因となるかもしれないことを説明し、規

則上又は法的な要請のためにハイブリッド

事業体が組成されるかもしれないと彼は述

べた。 

彼は、ほとんどの場合に、租税回避をす

る又は逃れる動機がないという状態で上記

のことが起こるということが事実であるこ

とを強調した。 

 

3. ジェネラル・レポーターからのコメント 

ジェネラル・レポーターの一人である

Staringer は、ジェネラル・レポートが、以

下に示した 2 つの目的を持っていることを説

明した。 

 

① 国内法における潜在的な事業体の分類に

係る抵触の原因は何であったか ⇒ 国内法

② そのような抵触が租税条約でどのように

取り扱われるのか ⇒ 租税条約 

 

(1) 国内法における事業体の認定の抵触の原因 

Staringer は、直感的に予想するよりも、

事業体の認定の抵触に係る原因がずっと多

く存在していることに、いくぶん驚かされ

ることを述べた。 

原因のいくつかは、異なる法的管轄が、

事業体の法的な人格について異なった概念

を認めている事実を含んでおり、いくつか

の国では、その国の民法がそのような事業

体に法的な人格を与えている一方で、他の国

ではそうはせずに、税法の目的で事業体の課

税上の認定が行われていることを述べた。 

そして、この問題は、これらの概念が同

様に外国事業体に適用されるときに、より

深刻になるとした。多くの法的管轄が、比

較可能性テストのベースとして、これらの

国内概念を適用している。しかしながら、

Staringer は、比較可能性について個別的

な形式は存在しないことを述べた。 

彼は、組成した国で外国事業体に課税を

した方法が適切であったのかどうかを、比

較可能性テストが考慮に入れているかどう

かについて疑問を呈した。さらに、彼は、

国境を越えるシナリオにおいて数多くの事

業体の認定に関し抵触を起こすことになる、

米国の「チェック・ザ・ボックス」システ

ムについて詳述した。 

 

(2) 事業体の認定の抵触の租税条約上での取

扱い 

Staringer は、裁判所がどのように事業

体の認定の抵触を取扱うかについて、それ

が政策的な考察ではなく、経験的な検証に

あるので、実証的研究でもあるとの見解を

述べた。彼は、1999 年の OECD パートナ

ーシップ報告書が、最も卓越した提案では

あったものの、それが発行されたときから

15 年が経過し、どのくらいの見解が実際に

受け入れられたかの再検討の時期であると

の認識を示した。 

Staringer は、OECD パートナーシップ

報告書により、OECD モデル租税条約自体

は改正されておらず、それにより既存の租
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税条約の改正はなされていないとしても、

その勧告により OECD モデル租税条約の

コメンタリーの改訂がなされており、これ

までの税務当局への影響等からその有効性

は認められるとの認識を示した。 

ジェネラル・レポートを作成する過程で、

OECD パートナーシップ報告書の受け入

れは限定的であり、実際には実務はかなり

広い範囲で国ごとに対応がなされてきたこ

とが見受けられた。 

これは、パートナーシップ報告書の勧告

が、法的な理論に純粋に依拠したものでは

なく、政策的な側面によって推し進められ

たということが、その理由であるという認

識を Staringer は示した。 

このことは、OECD パートナーシップ報

告書が、法的な問題の分析を主題とはして

いたが、主として取り扱われたシナリオに

（包括的でない）事例が用意されたという

限りにおいて、それは原理原則的ではな

かったという脆弱さに陥っていたものであ

ることを、彼は指摘した。加えて、パート

ナーシップ報告書がいくつもの矛盾を含ん

でおり、そのために、その権威が弱体化さ

れたことを、彼は指摘した。 

パートナーシップ報告書について、それ

が重要な文書であった一方で、実際の世界

にはいくつもの代替的アプローチが存在し

ていたことを指摘して、彼は説明を締めく

くった。 

4. ビジネス側からの懸念 

OECD パートナーシップ報告書が公表さ

れたときから 15 年が経過し、世界的な取引

が以前よりずっとグローバル化されており、

これを再考することが本当に適切であると、

Baxter からコメントがなされた。 

Baxter は、手続及び財務上のいくつかの懸

念を強調し、事業体の認定の抵触に関しては

矛盾が存在しかつ明瞭性が欠如していること

から、このことは企業が注意深く取り扱って

きた懸案事項であるとした。 

手続面においては、企業は法規に従うこと

に関心があるものの、事業体が異なる国々の

法規に従いながら税務申告を行うことに関し

ては、シビアな明瞭性の欠如があることが強

調された。さらに、財務上においては、企業

は不確実性に直面しているとして、取扱いの

異なる事業体に所得が帰属するという理由か

らだけではなく、所得概念に差異が存在すると

いう理由で、二重課税が生じるかどうかについ

て不確かさが存在していることが説明された。 

どの事業体が、二重課税から救済を受ける

権利を有しているのか、そして、それはどこ

までの範囲なのか？ これらの問題は、企業に

いくつもの財務上の懸念を引き起こしてきた

ことを、彼は強調した。 

 

5. 「事業体の認定の抵触」を取り扱うための

これまでの対処策 

パネルから、経験等を踏まえ「事業体の認

定の抵触」を取り扱うためのこれまでの対処策

として 4 つの異なるアプローチが論じられた。 

 

① アプローチ 1 －「従来の」OECD パート

ナーシップ報告書 

パネルのセクレタリーである Vallada

から、アプローチ 1として『「従来の」OECD

パートナーシップ報告書（“Old” OECD 

Partnership Report）』について説明がなさ

れた。 

Vallada は、OECD パートナーシップ報

告書が、現時点で OECD コメンタリーに

よって採用されている基準であり、最も重

要なアプローチの 1 つであり続けているの

で、決して「古く」はないことを述べた。 

OECD パートナーシップ報告書のアプロ

ーチでは、本質的に、事業体が設立された

国の税法の目的に沿った方法で、事業体が

認定されることを推奨していることが説明
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され、パートナーシップの所得が、パート

ナーに割り当てられるシナリオでは、パー

トナーの居住地国で課税されるべきであり、

加えて、パートナーが租税条約の特典を受

け取る権利を得るべきであるとされている。 

したがって、このアプローチを上記の〔事

例①〕に適用すると、事業体は P 国におい

てパートナーシップとして設立され、P 国

からみて課税上透明であり、パートナー

シップの所得がパートナーに割り当てられ

ることから、この場合には、S 国法人企業

からの受動所得（利子又はロイヤルティ）

の支払に R－S 租税条約が適用され、特典

はパートナーに付与される。 

なお、このアプローチについて OECD パ

ートナーシップ報告書では、最終的に、問

題が生じたケースにおいては、二重課税を

救済するための対処がなされるべきである

とされている。 

 

② アプローチ 2 － 純粋源泉地国アプローチ 

Lang から、アプローチ 2 として、これ

まで彼が支持をしてきた「純粋源泉地国ア

プローチ（Pure Source State Approach）」

について説明がなされた。 

このアプローチでは、ハイブリッド事業

体は、源泉地国自体の国内税法に忠実に従

うことによって、純粋に源泉地国によって

租税条約上の認定がなされると、彼は説明

した。 

Lang は、二重課税又は二重非課税のい

ずれかを引き起こす状況に対しては影響さ

れやすい（これらを回避するための有効な

手段とは言えない）という理由で、純粋源

泉地国アプローチにはそのような問題はあ

るとした。 

しかしながら、源泉地国で租税条約の適

用をせず、異なる事業体により還付が請求

されるケースにおいて、還付に係る実務的

な困難を解決する方法として、法的な論拠

に関しては OECD パートナーシップ報告

書より源泉地国アプローチの方が説得力が

あるという限りにおいてメリットが見受け

られることから、彼はこのアプローチへの

支持を示した。 

このアプローチを上記の〔事例①〕に適

用すると、源泉地国である S 国は、P 国の

パートナーシップを課税上不透明としてみ

ており、純粋源泉地国アプローチでは、S

国法人企業からの受動所得（利子又はロイ

ヤルティ）の支払に P－S 租税条約が適用さ

れ、特典はパートナーシップに付与される。 

なお、Lang からは、OECD パートナー

シップ報告書のアプローチが Staringer が

説明したように、政策的な側面により策定

されたものであり、法的な理論に十分に依

拠したものでないことから、多くの矛盾等

を含んでおり、また、その公表後 15 年が

経過をしていることからも再検討がなされ

るべきものであるという考えを、強く支持

していることが覗えた。 

 

③ アプローチ 3 － 韓国の判例： 修正源泉

地国アプローチ 

Lee から、パネルが「修正源泉地国アプ

ローチ（Modified Source State Approach）」

と呼称したアプローチ 3 について、韓国の

経験（最高裁判決）を述べることで説明が

なされた。 

この最高裁判決の争点を一言で述べると、

韓国からベルギー法人に支払われたキャピ

タル・ゲインの受益者がケイマンのパート

ナーシップ（韓国の税法の下で不透明体）

である場合に、韓国が当該支払に対して課

税ができるかが争われた事件である。 
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〔韓国の修正源泉地国アプローチ（Modified Source State Approach）：事例②〕 

（事実関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（韓国最高裁の判断） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事実関係は、〔事例②〕の（事実関係）に

示したとおり、米国（R 国）の居住者が、

ケイマン（P 国）でパートナーシップを設

立し、当該パートナーシップがベルギー（X

国）で法人を設立する。韓国（S 国）から

ベルギー法人へキャピタル・ゲインが支払

われたが、韓国－ベルギー租税条約では

キャピタル・ゲインは源泉地国で非課税の

ため、これに対し韓国では課税されないと

原告（ケイマンのパートナーシップ）が主

張したというものである。 

これに対して、韓国の最高裁判所は、〔事

例②〕の（最高裁判所の判断）に示したと

おり、「経済的実質原則（Substance over 

form doctrine）」を用いて本件のベルギー

法人は「導管体（conduit）」であるとし、

キャピタル・ゲインが S 国から P 国に直接

に支払われたとみなすことで、当該キャピ

タル・ゲインの支払に対し韓国－ベルギー

租税条約の特典の適用はないと判断した。 

次に、当該キャピタル・ゲインの帰属に

関しては、「OECD パートナーシップ報告

韓国 
（源泉地国） 

ベルギー 

ベルギー 
（導管国） 

ケイマン 
（設立国） 

米国 
（居住地国） 

導管体
と認定

キャピタル・ゲインは、S 国から P 国に 
直接に支払われたとみなす 

〔経済的実質原則〕 

韓国－ベルギー租税条約におい
て、キャピタル・ゲインは非課税 

P を納税義務者と認定
〔ローンスター原則〕 
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書」には従わず、源泉地国である韓国の税

法ではケイマンのパートナーシップを不透

明体（課税対象）とみなしていることから、

当該パートナーシップを納税者と認定する

「ローンスター原則」を用いた上で、ラン

グ教授の「源泉地国アプローチ」を採用し、

「所得帰属の判定は国内法上の問題であ

る」と判断して、租税条約の適用は「ケイ

マン－韓国」で行うとの認定を行った。 

したがって、韓国からケイマンの課税事

業体へのキャピタル・ゲインの支払には、

韓国で源泉課税されるとの判断がなされた。 

このアプローチ 3 は「源泉地国アプロー

チ」ではあるが、導管国を排除してこれを

適用していることから、パネルはこれを「修

正源泉地国アプローチ」と呼称したものと

思われる。 

Lee は、このような韓国の最高裁判所の

判断に対し、これが所得の二重課税をもた

らす限りにおいて、そのスタンスに対して

嘆き悲しんだ。 

なお、上記事件については、米－韓租税

条約に、透明な事業体についての特別な条

項があることで、米国のパートナーは保護

されることになり、米国では国際的二重課

税は発生しないようである。 

 

④ アプローチ 4 － インドの経験： OECD

パートナーシップ報告書への留保 

Kumar からは、アプローチ 4 として、

国境を越えるシナリオにおけるパートナー

シップへの租税条約の適用に係るインドの

経験からの考えが述べられた。 

最初に、Kumar は、OECD パートナー

シップ報告書が政策判断で推し進められた

という Staringer と Lang の批判について

のコメントに同意した。 

Kumar は、問題を解決するために司法

による創造的な解釈を必要とするという限

りにおいて、OECD パートナーシップ報告

書には根本的な欠陥があるとみなした。彼

によれば、解釈が裁判所の特権であり、そ

れらは OECD モデル租税条約のコメンタ

リーではなく、租税条約自体の条文に依存

するであろうことから、裁判所が、常に

OECD の勧告に従うことは期待できない

とした。彼は、インドにおける裁判所の見

解が、完全に整合性のないものであること

を説明した。 

Kumar によると、インドのポジション

は、OECD パートナーシップ報告書の勧告

を採用しており、租税条約の特典はパート

ナーシップそれ自体には付与されるべきで

ないというものである。しかし、パートナ

ーシップのパートナーについて租税条約に

明確な規定がなされ、かつ、パートナーが

同じ国の居住者であるのであれば、条約特

典が与えられるというものである。 

彼の結論によると、司法の創造性に対し

て OECD パートナーシップ報告書が強調

していることは正しくなく、解決策は二国

間のレベルで見いだされるべきであり、そ

して、それに対し租税条約が相応しく改正

されるべきであるとした。 

この説明に応えて、議長のDunahooは、

条約の用語の改正が「kill effect」を引き起

こすであろうと述べた。Kumar は、「制度

改変の効果」の可能性に関して、この議長

の意見と考えが一致した。 

 

6. 「事業体の認定の抵触」を取り扱うための

潜在的アプローチ 

パネルは、BEPS の取組み等を踏まえて、

これからの事業体の認定の抵触に係る対処策

として、2 つの潜在的アプローチについて議

論をした。 

 

① アプローチ5 － OECD / G20 BEPS報告

書アプローチ 

パネルは、アプローチ 5 を『「新しく改
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善された」 OECD G20 BEPS 報告書アプ

ローチ（'New and improved' OECD / G20 

BEPS Report approach）』と呼称した。 

Vallada から、このアプローチは、OECD 

モデル租税条約第 1 条(2)の改正案によっ

て規定されたものであることが説明された。

以下に、OECD モデル租税条約第 1 条(2)

の改正案の仮訳を示す（①及び②の下線は、

筆者付記）。 

 

第 1 条 人的範囲 

2． この条約の目的において、いずれかの

締約国の税法の下で、①完全に又は部分

的に課税上透明であるとして取り扱わ

れる事業体又はアレンジメントにより

又はを通して得られた所得は、②締約国

の居住者の所得であるとみなされるべ

きである。 

ただし、その所得がその国の税制の目的

で、その国の居住者の所得として取り扱

わない場合だけは除く。 

［ この場合において、このパラグラフの

条項は、どのような方法ででも、締約国

の居住者へ課税する権利を制限するよ

うに解釈されるべきではない。］ 

 

この新しい第 1 条(2)の特徴としては、①

の下線部で明らかなとおり、その対象は、

パートナーシップである事業体に限定はさ

れず、「完全に又は部分的に課税上透明であ

るとして取り扱われる事業体又はアレンジ

メント」となっており、すべての課税上透

明な事業体及びアレンジメント（ストラク

チャー）に適用することとされている。ま

た、②の下線部で明らかなとおり、これは

これまでの OECD パートナーシップ報告

書の取扱いとして居住地国課税の優先を踏

襲したものと思われるが、この取扱いがコ

メンタリーではなく租税条約上に明記され

たことに意義があるわけである。 

これに対し、Lang は、この新しいアプ

ローチが、これまでの OECD パートナー

シップ報告書の取扱いに法的なベースを与

えることになった限りにおいては、その意

味で本当に「改善された」ものであること

を指摘した。 

しかしながら、彼は、それが米国モデル

租税条約（2006）の第 1 条(6)によって触

発されたものであると推測し、OECD モデ

ル租税条約では米国と異なったコンテキス

トで解釈される必要があるとし、OECD モ

デル租税条約第 1 条(2)で「課税上透明であ

る（ fiscally transparent ）」や「所得

（income）」のような用語を使用すること

は、解釈上の困難をもたらすかもしれない

とした。 

さらに、Lang は、「kill effect」について、

第 3 条(2)に係る 1995 年の修正での経験が

既に明らかにしているように、これに係る

新しい規定が必要であろうとの懸念を表明

した。 

 

② アプローチ 6 － テーラーメイド二国間

条約ソリューション 

Bowman から、アプローチ 5 と異なるア

プローチとして「テーラーメイド二国間条

約ソリューション（Tailored bilateral 

treaty solutions）」が提案された。彼は、

租税条約は 2 つの締約国の間の徹底的な交

渉（遣り取り）の結果であり、それはさま

ざまなモチベーションの産物であるとの考

えに基づき、もし、多国間ベース条約上で

第 1 条(2)が採用されるなら、それは多国間

での合意に関して非常に困難な問題を引き

起こすものであろうとして、そのような多

国間アプローチに与える影響は、事業体の

認定の抵触に係るアプローチを採用するこ

とへの多数の国に対する抑止力になるもし

れないと、彼は考えた。 
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それゆえに、Bowman は、二国間の交渉

により事業体の認定の抵触を個別に取り扱

うことで問題の解決をする二国間アプロー

チを提案し、そうであれば、二国間の交渉

の持つ効果でその二国間の事情等に適応さ

せた（仕立て上げた）解決ができるものと

考えた。 

彼は、米－加租税条約の 2007 年議定書

における成功を説明することによって、こ

の提案の補強を行った。 

 

7. 「事業体の認定の抵触」に係る意見陳述 

国際商業会議所の Christian Kaeser 及び

OECD の Jacques Sasseville から、「事業体

の認定の抵触」に関してそれぞれの立場から

のコメントがなされた。 

(1) Christian Kaeser（国際商業会議所） 

国際商業会議所を代表して、 Kaeser は、

事業体の認定の抵触を取り巻いている問題

に関し、二重非課税の問題は、二重課税の

非救済の問題と同様には、問題の大きな割

合を占めるものにはなっていないと述べた。 

彼は、ハイブリッド事業体の使用が、課

税目的ではなく、その多くはビジネスを促

進するためのものであることを強調した。

彼は、事業体の認定の抵触の問題に係る解

決へのアプローチが、多国間ではなく二国

間の問 題である という、 Kumar と

Bowman の主張に同意するとした。 

さらに、彼は、ハイブリッド・ミスマッ

チが原因で生じている二重課税は、経済的

二重課税であり、法的二重課税ではないこ

とを強調した。 

最後に、彼は、既に効果的でないことが

判明している相互協議手続（MAP）への代

替手段として、効果的な紛争解決メカニズ

ムを見出すことが、最も重要であるとの認

識を示した。 

(2) Jacques Sasseville（OECD） 

Sasseville はOECDの立場からLangら

の OECD パートナーシップ報告書への批

判に応えるため、彼は、新しく提案された

OECD モデル租税条約第 1 条(2)が、OECD

パートナーシップ報告書での取扱いを間

違っていたと認定したものでないことを最

初に述べた。このことは、OECD パートナ

ーシップ報告書が、すべてのハイブリッド

事業体に対してではなく、単にパートナー

シップへの適用を明示的に予定したもので

あったからであるとした。 

加えて、Sasseville は、OECD パートナ

ーシップ報告書が、法的なベースを見出す

よりむしろ、政策アプローチを取り入れた

ものであるという批判に反論した。 

彼によれば、租税条約のポリシーは、租

税条約を解釈するときに考慮に入れられな

くてはならない「条約法に関するウィーン

条約（1969）」を踏まえると、理論的に精緻

であることよりも、二重課税の回避という

目的と意図を達成することが、租税条約上

で優先して対応すべきことであるとされた。 

 

8. 結  論 

セッションを閉じる前に、議長の Dunahoo

からすべてのスピーカーに、彼らの最後の考

えを示すことが求められた。 

Bowman： 事実認定による解決策のプロセ

スは、進展していく課題に近接していく解

決策のプロセスである。OECD は、考え方

の指導を幅広く行ってきている。しかしな

がら、これらの適応の具体的な方法は、地

域的な検討に依存するであろう。 

Baxter： 事業体の認定の抵触に関する問題

は、その課題が進展し続けるので、近く解

決されることはないであろう。 

 OECD の BEPS 勧告をどのように適応

させるかを決定することについては、各国

の様々な思惑等が存在しておりその想定は

容易ではない。可能性が最も高いことは、

完全な解決策は決して存在しないというこ



税大ジャーナル 25 2015.4 

171 

とである。これまでのところ多くの問題を

解決してきたインドの法制度は賞賛できる。 

Kumar： 事業体の認定の抵触に関しては、

適切な二国間の交渉で解決される必要があ

るという二国間の問題である。もし、租税

条約を改正することに多国間のアプローチ

が取り入れられるなら、それはまさに個別

事情的なものになるべきではなく、より原

則的なものになるべきである。 

Lang： テーラーメイド二国間条約ソリュー

ションは魅力的であるかもしれない。しか

し、3,000 以上の租税条約を改正すること

は現実的ではない。そして、これは今以上

にもっと多くの争訟をもたらすだけであろ

う。それゆえに、モデル租税条約の見直し

が支持されるべきである。 

 提案された OECD モデル租税条約第 1

条(2)は、非常に良い出発点であるが、しか

し、その「制度改変の効果」については慎

重でなければならないとした。 

Staringer： ジェネラル・レポートは、討論

の結末というよりむしろその始まりである。

そして、それ以上に完璧には問題が解決さ

れる可能性は高くないものである。ジェネ

ラル・レポートは、問題の識別に関して多

くを取り扱った一方で、提案された OECD

モデル租税条約第 1 条(2)は解決策に向

かってのステップである。それには、十分

に細かな調整が必要とされる。 

Lee： この議論は、韓国で専門家が直面する

類似の問題に対して解決策を見出すことに、

非常に有用であろう。 

 

「セミナーA：アウトソーシングと費用分担

取極に関する VAT の取扱い」 

〔Subject A: VAT implications of outsourcing 

and cost-sharing arrangement〕 

 

〔議長及び討論者等(3)〕 

Chair： Satya Poddar (India) 

Panel Members： Piet Battiau (OECD) , 

Harun Can (Switzerland), 

Igor Mauler Santiago (Brazil),  

Rebecca Millar (Australia), 

Andrea Parolini (Italy) 

Secretary： Caroline Heber (Germany) 

 

〔テーマのポイント〕 

  外部委託は、企業活動のコストを削減し、

競争力を高めるための有効な手段である。 

  企業が負担する付加価値税について、支

払った税額が完全に控除されることで、付

加価値税の企業活動に対する中立性が維

持されるが、金融取引は非課税取引とされ

るため、支払われた付加価値税が控除され

ることなく価格へ転嫁される。そうすると、非

課税事業者に対して事業を外注してサービ

スの提供を受けると、非課税事業者の前段

階まで累積された付加価値税負担を、委託

した者が負担することになるため、このよう

な外部委託契約を避けるという結果につな

がる。 

  このようなカスケーディング効果を排除す

るために各国で導入されている制度や仕組

みについて紹介されたものの中で、ニュー

ジーランドで導入されている「0 税率」が有効

である。 

 

1. 外部委託の諸形態と効果 

(1) 外部委託の諸形態 

典型的な外部委託は、pure outsourcing

（事業活動を第三者に外注すること）、

co-sourcing（事業活動を組織内及び第三者

が共に履行すること）及び shared services

（組織のある部門が他の部門のために事業

活動を履行すること）といった形態に分け

られる。 

外部委託の主な目的は、コスト削減、主

要な事業活動への資源の集中、組織の改



税大ジャーナル 25 2015.4 

172 

善・改革推進及びマーケットへの即応であ

る。 

なお、本セミナーは、事業者間取引に焦

点を絞る。 

(2) 外部委託に係るカスケーディング効果 

企業が負担する付加価値税については、

企業の取引連鎖の中に銀行が含まれている

場合、銀行自体が行う事業取引が付加価値

税の非課税取引とされるために、銀行が他

の事業者に対して支払った付加価値税額は

控除されることなく価格へ転嫁される。そ

うすると、経済全体として付加価値税負担

が高くなることとなる。このような状況を

カスケーディング効果という。 

一方で、従業員給与のような内部取引に

は付加価値税は支払っていないのであるか

ら、カスケーディング効果は生じない。つ

まり、金融サービス部門が外部委託した場

合は、外部委託しない場合に比べて付加価

値税負担が増加することになる。 

 

【全てが課税取引の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【カスケーディング効果がある場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そもそも付加価値税は、①消費・支出に

課される間接税、②累積のない多段階取引課

税、③最終消費者にのみに負担させる仕組み

及び④非課税取引や非事業の活動は最終消

費者と同様に「支払付加価値税」として扱わ

れるといった性質を有するものである。 

これらの性質によって課税取引を行う事

業者は外部委託したサービスについて生じ

たいかなる付加価値税も完全に控除するこ

とができるとする中立性原則が維持される

のであるが、カスケーディング効果が生じ

ると、付加価値税の企業活動に対する中立

付加価値 

課税前価格 

税（10％） 
課税後価格 

税収 

付加価値 

課税前価格 

税（10％） 
課税後価格 

税収 
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性が失われる。 

なお、OECD の付加価値税ガイドライン

（“International VAT/GST Guidelines”）

は、付加価値税が企業の意思決定に及ぼす

影響を最小限にとどめ、あらゆる事業者に

おいて公平な取扱いとなることを企図し、

①付加価値税は課税事業者の負担となって

はならないこと（Guideline 2.1）、②同等

の取引を行う事業者は同等に課税されるべ

きこと（Guideline 2.2）、及び③付加価値

税が事業上の意思決定に重要な影響を与え

ないこと（Guideline 2.3）を、中立性原則

として掲げている。 

 

2. 中立性回復のための各国の仕組み 

付加価値税のカスケーディング効果を取り

除き、中立性を回復するために、EU、オー

ストラリア、ニュージーランド、ブラジル、

カナダ及びインドが取り入れている制度や仕

組みとして、概ね①グループリリーフ（関連

者間取引の非課税）、②課税対象の拡大、③0

税率やみなし控除といった仕入税額面での措

置、及び④外部委託や費用分担契約への非課

税の拡大といったものがある。 

なお、本稿では、ニュージーランドの 0 税

率について説明する。 

ニュージーランドの付加価値税率は原則と

して 15％であるが、特定の取引については税

率 0％として課税取引に含めている。この中

には、事業者間で行われる特定の金融取引も

含まれる。すなわち、金融取引を非課税取引

とせず、税率 0％の課税取引とみなす制度で

ある。 

 

 

【0 税率のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

これにより、金融業の前段階に支払われた

付加価値税が、その後段階の業者においても

控除されるため、カスケーディング効果が生

じない。 

 

3. 結論及び提言 

パネルは、外部委託が経済全体において重

要な役割を果たしていることに触れ、企業取

引に対して重大な影響を及ぼす付加価値税の

カスケーディング効果を緩和し、中立性原則

を徹底するための改善が必要であると結論付

けた。 

また金融業に関しては、ニュージーランド

で導入されている「0 税率」が有効であると

の見解が示された。 

 

「セミナーB：資産の間接譲渡」 

〔Seminar B: Indirect transfer of assets〕 

 

〔議長及び討論者等〕 

Chair： Mukesh Butani (India) 

Panel Members： 

Kees van Raad (Netherlands),  

Stephen Nelson (Hong Kong/China),  

Jessica Power (Chile),  

Graeme Cooper (Australia) 

Secretary： Parul Jain (India) 

 

付加価値 

課税前価格 

税（10％） 
課税後価格 



税大ジャーナル 25 2015.4 

174 

〔テーマのポイント〕 

  国際的な資産の間接譲渡に関しては、タッ

クス・ヘイブンに設立した子会社に、国内企

業の株式を保有させ、その子会社を海外で

外国企業に譲渡することで、当該国内企業

をその事業ごと、一切の国内取引を介さず

に、外国企業に譲渡することができる。 

  この場合に、国内企業の法的管轄では課

税関係が生じないとするのかが争われたの

が、インドのボーダフォン事件である（詳しく

は本文参照）。 

  本セッションは、この資産の間接譲渡に係

る課税の在り方について取り扱ったもので

ある。 

 

議長の Butani は、本セッションを始める

に際して、資産の間接譲渡に関する最近の 2

つの事件である、インドのボーダフォン事件

と中国の重慶事件に言及し、本セッションに

関するパネルの意図が、国内立法の見地から

は、資産の間接譲渡の税制に関する動向とア

プローチを検討することにあり、一方で、国

際課税の観点からは、特に OECD によって

提供されたガイダンスから、そのようなルー

ルの正当性を分析することにあると述べた(4)。 

IFA の年次総会がインドで開催されるので

あれば、そのセッションのテーマの一つとし

て、国際的に大きく注目を浴びているインド

の「ボーダフォン事件」の争点である「資産

の間接譲渡」を外すことはできないものと考

えられ、本セッションの開催に当たり当該事

件への言及がなされたものと思われる。この

ボーダフォン事件の概要等については、以下

に示す(5)。 

 

〔インドのボーダフォン事件〕 

（事実の概要） 

ボーダフォン・グループはインドの移動体通信事業に進出するため、インド業界シェ

ア第 4 位のハチソン・グループから移動体通信事業のすべてを譲り受けるため、以下の

取引を行った。 

① 香港のハチソン・グループは、インドでの移動体通信事業をインド法人である

Hutchison Essar Limited（「HEL」という。）により展開しており、HEL 株式の約

67％を、ケイマン法人である CGP Investments (Holdings) Limited（「CGP」とい

う。）にモーリシャスの複数の中間持株会社等を通して間接的に保有させ、CGP の株

式の 100％を、ケイマン法人である Hutchison Telecommunications International 

Limited（「HTIL」という。）に保有させることで、インドでの移動体通信事業の支

配権を有していた。 

② 2007 年 2 月、英国のボーダフォン・グループと中国のハチソン・グループは、HTIL

の所有しているすべての CGP の株式を、ボーダフォン・グループのオランダ法人で

ある Vodafone International Holdings B.V.（「VIH BV」という。）へ、約 111 億米

ドルの対価で譲渡する契約を締結した。 

③ このことにより、ハチソン・グループのインドでの移動体通信事業の支配権をボー

ダフォンに移転させることで、ボーダフォン・グループはインドの移動体通信事業

への進出を果たした。なお、HEL の名称は「Vodafone Essar Limited（「VEL」と

いう。）」に変更された。 
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本件取引は、ボーダフォンと HTIL 間における CGP の株式の譲渡取引であり、したがっ

て、これはオランダ法人とケイマン法人間におけるケイマン法人の株式の譲渡取引として、

これまでのビジネス常識ではインドの法的管轄外で行われた取引であり、ボーダフォン側

の主張によれば、インドの課税権は及ばないと解されるものであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（裁判所の判断） 

2010 年 9 月 8 日に、インドのボンベイ高等裁判所は、インドの移動体通信事業会社の

支配権を間接的に有しているケイマン法人の株式をインドの法的管轄外で売買した場合

に、当該株式の売却による企業の譲渡益（資産の間接譲渡）にインドの課税権が及ぶも

のとし、当該株式を取得したボーダフォン・グループはその対価の支払について源泉徴

収を行ってインドに納付する義務があるとの高裁判決を下した。 

これに対し、2012 年 1 月 20 日にインド最高裁判所は、現行のインドの所得税法の条

文では、インドの法的管轄外で売買された株式の譲渡益に対して、インドには課税する

権利がないとして、ボンベイ高裁の判決を覆し、税務当局敗訴の逆転判決を下した(6)。 

直接・間接に 67％を保有 

CGP
（ケイマン法人）

中間持株会社 
（モーリシャス法人等）

〈名称変更〉

HEL ⇒ VEL 
（インド法人）

インド国内 

インド国外 

100％ 

100％
↓ 
0% 

〔売手〕 
ハチソン・グループ 

HTIL
（ケイマン法人） 

CGP株式の譲渡

対価111億米ドル

〔買手〕 
ボーダフォン・グループ 

VIH VB 
（オランダ法人） 
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（行政府の対応） 

この最高裁判決に対して、インド政府は、その 2 カ月後の 2012 年 3 月 16 日に、予算

案で、「インド資産の移転を伴う国境を越える取引への課税を認める改正案」を提出し、

これにより、インド資産の移転を伴う国境を越える取引に対して現行の所得税法の条文

で課税が可能であることを立法的に確認することで、ボーダフォン事件のような国際的

な資産の間接譲渡に対しては 50 年前に遡及して課税ができることとされた。 

この 50 年遡及の法案は、インドの 1961 年所得税法の用語の解釈、例えば、“through”

については、その意味は“by means of”、“by consequence of”又は“by reason of”を含むも

のであるとか、“capital asset”については、実質的にインドに所在する資産からの価値に

由来する株式又は持分は“situated in India”であるとかについて明確化をしたものであ

り、それが 1961 年所得税法の制定当初（50 年前）からそのように解釈ができると確認

をしたものである。 

インド政府は、新たな制度を立法して、これを 50 年前に遡及するというものでないこ

とから、これは制度を 50 年遡及するものではないと主張した。 

しかし、現実には、IFA ムンバイ大会が開催されている 2014 年現在においても、いま

だ、ボーダフォン事件の課税処分は解決しておらず、国際的な注目の下でのインドの国

際課税の懸案事項として、税務当局側と納税者側との間で個別の折衝が続けられている

ようである。 

 

 

1. タックス・ポリシー上の検討 

この国際課税における資産の間接譲渡への

課税について、パネルからは、タックス・ポ

リシー上の検討として、「法令の域外適用

（extraterritoriality）」の問題が分析された。 

最初に議論された事項は、国際慣習法の原

則（principles of customary international 

law）が、外国人の間で行われた売買に、国

家が課税することをどの程度制限することが

できるかについてであったが、この問題には

即答できる回答はないということであり、源

泉地国が資産の間接譲渡に対して外国事業体

を課税することが検証のポイントになるとさ

れた。 

インド人である議長の Butani からは、こ

の問題に関してインドの憲法上の見解が示さ

れ、インドでの最近の資産の間接譲渡の税制

に関する遡及適用の論争が紹介された。 

Van Raad は、執行可能性によって国内ル

ールが策定されるときに、国は国内ルールの

行使における制約を受け入れることを述べて、

領土主義の概念と経済的なネクサスについて

議論を続けた。 さらに、国連モデルの以前の

検討で特に議論されてこなかった「その他の

所得」のための源泉地国課税を規定している

国連モデル租税条約第 21 条が議論され、ネ

クサスの問題は理論より事実の確認に基づく

問題であると結論づけた。 

Nelson は、法的管轄の外での企業買収のよ

うな特定の行為が、当該法的管轄に対して効

果を得るときには、反トラスト法が適用可能

であることを述べて、議論に反トラスト法の

見地から生じる含意を付け加えた。そのうえ

で、その法的管轄にある資産の譲渡が当該法

的管轄の外で実行されたときに、それが当該

法的管轄に直接的な効果を有することはあり

得るであろうと議論がなされた。 

また、OECD モデル租税条約の第 27 条（徴
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収共助）又は徴収共助に係る OECD－ヨー

ロッパ会議条約（1988）の第 21 条(e)は、国

際的な資産の間接譲渡に係る課税に対して利

用が考えられるかもしれない。 

最後に、パネルからは、租税条約の適用問

題を検討するために、2 つの異なる源泉地国

に 2 つのターゲットが置かれた場合における

資産の間接譲渡に関する多段階ストラクチャ

ー〔事例 1〕を説明することで分析が続けら

れ、この〔事例 1〕の場合に、例えば、Target 

2 の源泉地国 2（State S2）に課税権が認め

られるのかの検討がなされた。 
 

〔事例 1〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 各国の資産の間接譲渡に係る実際の取扱い 

パネルは、国際的な資産の間接譲渡への課

税に対して、租税回避防止手段を行使する各

国のアプローチに係るいくつかの事例をもっ

て議論を続けた。 

(1) 国際的な資産の間接譲渡に対する国内法

によるアプローチ 

国際的な資産の間接譲渡に対する国内法

によるアプローチとしては、Cooper からオ

ーストラリアでは土地を豊富に所有する企

業が多いことから、そのための課税ルール

について詳しく述べられたが、この手段は

租税回避防止規定とはみなされていないと

いうことであった。 

Butani からは、イスラエルが不動産を含

まない間接譲渡に税制を適用するという一

線を越えた最初の国であったことが述べた

られた。加えて、2015 年 4 月 1 日にイン

ドの一般的租税回避防止規定が施行される

ことと、中国のサーキュラー698 の実施に

関して言及がなされた。 

Nelson は、あいまいな租税回避防止ルー

ルが、税務当局と納税者の双方にとって、

不確実性をもたらすと結論づけ、ある国で

採用された新しいルールは、それらの実施

に関する細則が欠如しており、例えば、譲

渡に係る事後的なコストの増加が認められ

るかどうかは不明である。 

この議論の中で、Cooper は、国内の租

税回避防止ルールの発動に対して租税条約

の条項を武器として利用する企業の能力を

制限することになる OECD の BEPS 行動

計画の行動 6 を説明した。 

(2) 各国の具体的な法令規定 

チリ ― Power から、チリでは企業再編成

の裁判例で、間接譲渡に関して控除を
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与えることを適用可能とする間接譲渡

ルールについての説明がなされた。 

中国 ― Nelson は、中国でのサーキュラ

ー698 の下で規定された報告義務要件

を説明した。それは、タックス・ヘイ

ブンで設立された事業目的に欠ける持

株会社を無視するために、中国の税務

当局を支援することを目的としたもの

である。 

 実際には、「事業目的」テスト

（"business purpose" test）の解釈に

関するガイダンスが欠如しているため

に 、 事 業 実 体 テ ス ト （ business 

substance test）が、事業目的テスト

がそうするであろうより広い領域をカ

バーして、そのようなケースに適用さ

れている。 

オーストラリア ― Cooper はオーストラ

リアのルールを詳述した。それは、国

内法の領域を決定する租税条約第 13

条(4)を用いており、したがって、非居

住者へのキャピタル・ゲイン税に対す

る国内法の要求は、オーストラリアの

課税対象の資産を含む取引のみに対し

て生ずることになる。 

インド ― Butani は、インドのルールにつ

いて「譲渡」という用語の定義の明確

化について議論し、「譲渡」は「直接又

は間接に、資産若しくはその運用益を

処分する若しくは放棄する又は資産の

運用益を付与すること」であるとした。 

「資本資産（capital assets）」のコン

テキストにおける「資産」の用語につ

いては、それは、「マネージメント／コ

ントロールの権利又はその他の権利を

含む、インドの会社の中の又はに関連

する権利」を意味するとした。 

「株式の場所」については、「会社の設

立／登記の場所としてではなく、コン

トロールとマネージメントがある場所

とみなされる」ということで、この問

題を取り扱った。 

Van Raad は、活動が行われる国又は雇

用者が居住している国のような、異なる国

を源泉地とみなすかもしれない「雇用所得

（employment income）」の事例を持ち出

して、所得の「ロケーション」と「源泉地」

が自明な概念ではないということを述べた。 

 

3. 租税条約の条項での取扱い 

(1) 国内税法と租税条約との相互作用 

Van Raad は、租税条約に含まれた一般

的分配ルールを論じることによって、資産

の間接譲渡に対する租税条約の条項の適用

可能性に係る議論を行った。彼によると、

それは、国内法の下で法的管轄が課税権の

確保の観点から要求することについて、そ

の法的管轄を制限するものである。 

国内税法と租税条約との間の相互作用を

議論するときには、法的管轄が国内税法の

下で課税するかどうかを決定し、最初に国

内ルールが適用されるわけであり、一方で、

その後、もしそれに関して、適用可能な租

税条約が制限を与えるのであれば、それに

ついて確認がなされることになる。租税条

約が、その法的管轄に国内の課税ルールの

適用を認めるかどうかは、当該所得の資産

／源泉地のロケーションに関する条約の条

項に依存する。 

なお、租税条約に定義の無い用語につい

ては、OECD モデル租税条約第 3 条(2)に

よれば、締約国の法令の意味に拠ることに

なるが、例えば、「生ずる（arising）」の用

語は国連モデル租税条約の第 21 条(3)で用

いられている一方で、他の法的管轄がその

国内ルールの下の用語の意味を使用するこ

とが認められる。また、「生ずる（arising）」

の用語はOECDモデル租税条約第11条(5)

で定義される一方で、そのような定義は利

子所得に関する分配ルールの適用に制限さ
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れるものである。 

(2) OECD モデル租税条約と国連モデル租税

条約 

パネルは、資産の間接譲渡に係る取引に

関する OECD モデル租税条約及び国連モ

デル租税条約のそれぞれの条項を取り扱う

ことで議論を継続した。 

OECD モデル租税条約では、その第 13

条(4)に「そのような株式が直接又は間接に

不動産からそれらの価値の 50%以上を得

ているのであれば、その株式の譲渡からの

収益は不動産の所在地国が租税を課すこと

ができる」旨の規定がなされており、この

なかの「直接又は間接に」の意味について

の議論がなされた。 

これについて、Cooper は、利得がパー

トナーシップ又はトラストの持分の譲渡か

ら得られるときの状況に言及し、第 13 条

(4)にはいくつかの欠陥があることを指摘

したうえで、BEPS 報告書の行動 6 が、そ

のような取引をカバーするために、第 13

条(4)への修正を含んでいることを述べた。 

国連モデル租税条約においても、その第

13 条(4)について分析がなされ、Butani か

ら、それは株式の譲渡を取り扱っているが、

パートナーシップ又はトラストの持分の譲

渡を取り扱っておらず、OECD モデル租税

条約とは異なり国連モデル租税条約では、

源泉地国において課税可能であるとの指摘

がなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 各国の国内税法と租税条約との関係 

Nelson は、資産の間接譲渡の税制に関し

てより発展的なアプローチを取り入れた法

的管轄の国内の課税ルールと、そのような

法的管轄の租税条約ネットワークとの間の

関係について議論した。 

中国の裁判例が分析され、これは、正当

な商業的目的がない持株会社の存在を税務

当局が課税上無視する租税回避防止ルール

を利用することによって、資産の間接譲渡

に課税がなされたケースである。 

Power が、チリの裁判例について述べ、

その租税条約は起草されたときに、OECD

モデル租税条約第 13 条に従っていないも

のであるとした。一般的に租税条約が居住

地国に排他的に課税権を付与する一方で、

いくつかの租税条約は、キャピタル・ゲイ

ンに係る課税権については双方の国に課税

権を付与しているかもしれないとの説明を

し、この後者の裁判例においては、チリの

税務当局は、「その他所得」に対する第 21

条を適用しているとした。 

Butani は、インドの租税条約に含まれ

ているキャピタル・ゲインに係る租税ルー

ルに関し、それらをいくつかのカテゴリー

に分割して、それらがオフショア・サプラ

イへのインド課税権を認めるかどうかにつ

いて分析を行った。 

(4) ケーススタディ 

さらに、パネルはケーススタディとして、
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2 つの別々の法的管轄に 2 つの異なるター

ゲットとなる企業が存在している資産の間

接譲渡のケース〔事例 2〕を分析した。 

このケースでは、双方の国に未償却の資

産があり、これらの資産の価額（原価）は

それらの公正市場価格よりずっと低くなっ

ている。 

パネルは、このケースで、取引から生じ

るキャピタル・ゲインに係る課税権につい

て、売手の居住地国が主張し、しかし、タ

ーゲットの企業が存在する 2 つの国におい

ても主張がなされるであろう状況を論じた。 

キャピタル・ゲインは、それらの国で、

異なった方法で計算され、そのため、居住

地国ルールに従って計算された利益の金額

を超えるということで、双方の源泉地国で

課税された租税に対して、居住地国に救済

が求められるケースが生じることになるで

あろうとされた。 

このケースでもう 1 つ興味深いことは、

居住地国は売買から損失を算出するであろ

うが、他方で、源泉地国はそれにもかかわ

らず利益が生じているとみなすであろうと

いうことである。 

 

〔事例 2〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 執行可能性 

執行可能性のメカニズムは、3 つのレベル

で作用するとされた：①譲渡者レベル、②譲

受者レベル及び③ターゲットレベルである。 

Butani は、インドの源泉徴収税の域外適

用についての改正に言及した。最終的に、た

とえ非居住者がインドでのプレゼンスを有し

ていないとしても、インドで源泉徴収税を課

すことができるという規定に改正された。 

Cooper は、各国の利用可能な既存の二国

間及び多国間の執行手段としては、資産の間

接譲渡に関して、各国がどのように情報交換

及び徴収共助を取り扱うのかについて言及し

た。 

Van Raad は、租税条約の規定と多国間協

定の規定との間の区別について指摘した。各

国は二国間の租税条約には、その性質のため

により制約が多いルールを含めるであろうと
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した。 

議論に出されたもう 1 つの論点は、このよ

うなメカニズムの下で公表される情報の機密

性についてであった。 

 

5. 結論 

議長の Butani から、パネルのすべてのメ

ンバーに対して、彼らの貢献に感謝の意を表

明することで本セッションは締め括られた。

Butani は、パネルの主たる目的が、この問題

に関する既存の動向を分析することであった

と述べ、最後に、資産の間接譲渡の税制に関

しては多くの問題に回答がなされないままで

あると結論づけた。 

 

「セミナーC：法人の課税上の居住地」 

〔Seminar C : The Taxable Residence of 

Companies〕 

 

〔議長及び討論者等(7)〕 

Chair：Guglielmo Maisto (Italy) 

Panel Members： Stéphane Austry (France), 

Nikhil Mehta (India/United Kingdom), 

Jens Schönfeld (Germany), Jefferson 

Van der Wolk (United States), 

Michiel Van Kempen (Netherlands) 

Secretary：Cesare Silvani (Italy) 

 

〔テーマのポイント〕 

  国内法に基づく全世界所得課税の伝統的

な判定基準である①法人の設立場所(place 

of incorporation; POI)及び②事業の管理

の場所(place of effective management; 

POEM)により、二重居住者等の様々な問

題が生じる。 

 米国や英国では、特に租税回避防止の観

点から、POI 基準と POEM 基準を併用する

が、POEM 基準には、事実認定・証拠資料

の問題のほか、これにより居住地を判定し

た場合の所得の算定・帰属等など、解決す

べき問題がある。 

  居住地の問題の解決のため、OECD は更

なる指針を示すべきであり、振り分け基準の

より単純化が不可欠である。 

 

1. 国内法における課税上の居住地の判定基準 

議長から、本セミナーの項目の説明及び各

パネリストの紹介の後、国内法に基づく全世

界所得課税の伝統的な判定基準として、①法

人の設立場所（place of incorporation；以下

「POI」という。）及び②事業の管理の場所

（ place of effective management；以下

「POEM」という。）があり、後者について

は、OECD モデル租税条約の概念であるが、

国によってその解釈に差異があることに留意

する必要がある旨の説明が行われた。 

次に、Van der Wolk から、POI 基準を採

用する米国における取扱い等について、次の

説明が行われた。 

（米国） 

・ 米国の内国歳入法では POI 基準が用いら

れ、「内国法人」は「合衆国又はその州（例：

デラウェア）において、又はそれらの法令

に基づき、創設又は組織された法人」と定

義され、全世界所得が課税対象となる。「外

国法人」は「内国法人ではない法人」と定

義され、米国源泉所得のみが課税対象とな

る。 

・ 他方、内国歳入法上、その例外として、①

米国で設立された法人(US Co)及び②米国

で設立されたものではない法人(Foreign 

Co)について、それぞれの株式の過半数を

米国居住者が保有しており、かつ、他方の

法人の株式の売却なしには、その株式の過

半数を売却することができない場合、②の

法人(Foreign Co)は、米国の課税上、米国

の内国法人と取り扱われる（Stapled 

Entities; 内国歳入法 269B 条）。 
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・ また、諸外国の法人税率が引き下げられ、

米国の税制が魅力的でなくなっているとと

もに、日本や英国が外国配当を免税とした

ように、国外源泉所得への課税が当たり前

ではなくなってきている状況において、国

際的な事業活動に当たり、米国に親会社を

持ちたくないという理由から、企業グルー

プ内で、米国親会社を例えば他の米国法人

に合併させ、その親会社の株式と新たに親

会社となるタックス・ヘイブンの法人の株

式とを単純に交換して、米国親会社の株主

がタックス・ヘイブン親会社の株主になる

といった事例（コーポレート・インバージョ

ン）に対処するため、2004 年に、内国歳入

法 7874 条が創設され、米国法人が外国法

人に取得された場合に、その結果として、

その外国法人の株式の 80％以上が当該米

国法人の元の株主によって保有される場合

に、その外国法人を内国法人とみなすこと

となった。 

・ POI 基準によって生じる問題として、次

のことがある。 

－ 外国で設立された法人を利用すること

による、居住地に基づく国外源泉所得に

対する課税の回避の可能性 

－ POI 基準を採用する国に POI があり、

かつ、POEM 基準を採用する国に

POEM がある場合における二重居住地 

－ 純粋なPOEM基準を採用する国にPOI

があり、かつ、純粋な POI 基準を採用す

る国に POEM がある場合における二重

無居住地 

・ インバージョン対策については、オバマ政

権の 2015 年予算案の中で、取得後の株式

保有状況にかかわらず、次の２つの要件を

満たす場合には、米国法人を取得した外国

法人を米国の内国法人と取り扱うことが提

案されている。 

ⅰ 中心的な管理支配が米国内で行われて

いること 

ⅱ 実質的な事業活動が米国内で行われて

いること 

・ 上下院のレビン両議員からは、ⅱについて

より低い基準により、予算案よりも厳格な

取扱いに関する提案がされている。また、

共和党は、米国の法人税制をより魅力的な

ものとするため、法人税率の引下げ及び外

国配当免税といった国外所得免除方式の採

用を主張している。 

・ ただし、米国の税制改正案では、次の理由

から、POI 基準を止めることにはされてお

らず、これを変えるとは考えられない。 

－ 単純明快な基準であること 

－ 米国税法の不変の要素であること 

－ POEM 基準は、米国内における管理活

動を抑制しかねないこと 

続いて、Mehta から、英国及びインドにお

ける取扱いについて、次の説明が行われた。 

（英国） 

・ 英国では、①中心的な管理支配の場所

（ place of central management and 

control）又は②POI のいずれかが英国国内

にあることを判定基準としている。①は非

常に古くからの基準であるが、②は 1988

年に導入された。 

・ ①は、具体的には、「法人の事業運営に責

任を有する最高権限（highest authority 

which is responsible for running 

company’s business）」に基づき判定される。 

・ 英国居住者である法人は、租税条約に基づ

き英国非居住者と取り扱われる場合がある。 

（インド） 

・ インドでは、①POI 又は②管理支配が課

税年度を通じてすべてインド国内で行われ

ている場合を判定基準としている。 

・ 2013 年直接税法で、①POEM が常時イン

ドにあること、②法人全体としての事業遂

行上必要な管理及び営業上の決定がインド

国内で行われていることを判定基準とする

こととされた。 
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最後に、Austry から、領域課税主義との関

係について、フランスを例に次の説明が行わ

れた。 

（フランス） 

・ フランスのような領域課税主義の場合、課

税上の居住地の概念はない。なぜなら、納税

義務は、主に自国で行われた事業から生じる

所得について負うことになるからである。 

・ フランスで設立された法人は、国外事業所

得には課税されず、フランス国内の事業か

ら生じた所得のみに課税され、外国で設立

された法人は、フランス国内の事業から生

じた所得のみに課税されることになる。す

なわち、フランスにおいては、法人の設立

地及び事業の管理の場所がどこであろうと

変わりない。 

・ 課税上の居住地が問題となるのは、フラン

ス居住法人は、外国で生じた受動的所得に

ついて、フランスでの事業から生じた所得

とみなされ、フランスで課税される場合で

ある。 

・ POI 基準は、企業の指揮命令を管理する

組織の場所に基づく POEM 基準と整合的

ではない。 

 

2. 法人の課税上の居住地に関連する税務調査 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【前提事実】 

・ParentCo は、FinCo の主要株主である。 

・FinCo は、B 国で設立され、グループ・ファイナンス事業を行う法人である。 

・FinCo の唯一の役員（B 国在住）は、ParentCo の厳格な投資指針を順守しなければ

ならない。なお、FinCo には、他に従業員はいない。 

・FinCo は、B 国に小さな事務所を有している。 

 

 

上図の事例に基づき、A 国の税務当局が採

り得る次の 5 つの選択的手法について、

Schonfeld（(1)、(2)）、Austry（(3)）及びKempen

（(4)、(5)）から、次の説明が行われた。 

(1) CFC テスト 

→ 法的枠組みが整備され、POEM テスト

又は導管アプローチよりも明確であるこ

とから、実務上、A 国の税務当局は CFC

税制を適用しようとするだろう。 

(2) POEM テスト 

→ FinCo が EU で設立されたものである

場合には、（Cadbury Schweppes 事件の

例により）EU 法に抵触するとして CFC

税制を適用できない可能性があるため、

A 国の税務当局は FinCo の POEM が B

国ではなく、A 国にあるかどうかを検討
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するだろう。ただし、ParentCo の厳格

な投資指針があるものの、FinCo の役員

が B 国にいて通常の意思決定を行い、B

国に事務所があることからすると、

FinCo の POEM が A 国にあると認定す

ることは難しいだろう。 

(3) 導管アプローチ(Look-through approach 

(general anti-avoidance rule(GAAR) or 

substance over form)) 

→ A 国が領域課税主義を採用している場

合、例えばフランスでは、次のようなケ

ースの時に金融所得に課税することはで

きない。課税できるのは、ParentCo が

金融所得を直接得た場合である。また、

A国の税務当局がFinCoの存在を無視で

きるのは、租税回避のために仕組まれた

スキームであり、FinCo に事業理由及び

B 国における実体がない場合に限られる。 

・FinCo は、ルクセンブルグの持株会社

である。 

・金融所得は利子であり、ルクセンブル

グで免税とされる。 

・FinCo は、毎年 ParentCo に配当を

行っている。 

・FinCo の株主は、すべてフランス法人

であり、各株主の持株割合は常に 10

～25％となっている。10％は配当免税

に係る最小の持株割合であり、25％は

CFC ルール適用に係る最小の持株割

合である。 

(4) PE テスト 

→ FinCoの事業の一部がA国で行われて

いる場合には、A 国において PE 認定の

リスクがある。ただし、OECD モデル租

税条約 5 条(1)（PE の一般的定義）と同

条(4)（準備的・補助的活動の取扱い）と

を明確に区別する必要がある。 

(5) 移転価格アプローチ 

→ 基本的にすべて又はほとんどの機能が

ParentCo にあり、FinCo に十分な機能

がないような場合には、A 国の税務当局

は、より多くの所得が ParentCo に帰せ

られるべきと考え、移転価格課税を行お

うとするだろう。 

 

次に、Schönfeld から、税務調査及び証拠

資料に関して、次の論点が示された。 

・ 管理者及び主要な従業員に対する聴取

が行われるか。もし行われる場合、その

結果は、その後の訴訟手続きにおいて（証

拠として）用いられることになるか。 

・ E メールの調査は行われるか。 

・ 弁護士又は会計士からの意見書が検証

されるか。 

・ 納税者は、これらの書類を税務当局に

提示する法律上の義務を有するか。 

・ 他国によって設けられた法律上の障壁

があるか。 

・ 他国の税務当局が税務調査を支援して

いるか（例：情報交換）。 

・ 他国にある事務所施設の実地調査が行

われるか。 

更に、Schönfeld から、POEM テストが成

功した場合に生じる問題について、次の論点

が示された。 

・ 所得の算定（自国の会計基準か、外国の

一般に公正妥当な会計基準に基づくか） 

・ 所得の帰属（すべての所得か、POEM

に関連する所得のみか） 

・ 遡及した選択の可否（例：グループ課

税〔連結納税〕） 

・ 二重課税の排除（控除方式か免除方式か、

相互協議及び仲裁手続、申立ての時期） 

・ 調査対象年度に係る追加納付額に対する

利子（例：独の場合6％・損金算入不可） 

・ 課税期間を通じた居住地の非継続性 

・ 租税犯罪 

・ POEM 基準を採用していない国にお

ける出国税 
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3. 裁判例に基づく法人の課税上の居住地に

関する指針 

Austry から、課税上の居住地に関して、次

の裁判例があることが紹介された。 

① POI が A 国である法人の役員が B 国に居

住している場合に役員の居住地に POEM

があるとしたオーストリア・フランス及び

英国の裁判例 

② POI 及び取締役会の開催地が A 国である

法人のすべての株主がB国に居住している

場合に株主の居住地に POEM があるとし

たイタリア及びオランダの裁判例 

③ トップ・マネジメントと日々のマネージメ

ントとの関係についてハイレベルの意思決

定が行われる場所に POEM があるとした

イタリア・英国及びスイスの裁判例並びに

日々のマネージメントの場所に POEM が

あるとしたイタリアの裁判例 

④ 機能の外部委託について委託元法人の

POEM は委託先法人の居住地にはないと

したフランスの裁判例 

Mehta から、このような裁判例等を踏まえ、

企業グループは、次の諸点に留意して居住地

の問題を回避するよう対応すべきとの指針が

示された。 

・ 親会社としての支配（株主としての支配

と事業の支配との明確な区分） 

・ 子会社の役員の質 

・ 取締役会の定足数、開催地及び議題 

・ 電話による取締役会の危険性 

・ 取締役会の権限の侵害の認識 

・ 完全かつ正確な議事録の作成 

・ 補助的活動と戦略的意思決定 

・ POEM を証明するための事実の記録

（議事録、チケット、ホテルの領収証等） 

・ グループ内運営に関する規約の作成 

・ 各国における実質要件の遵守 

 

4. 法人の課税上の居住地に関する租税条約

上の問題 

Mehta から、租税条約に関連して、次の説

明が行われた。 

・ インドでは、2003 年の最高裁判決によ

り、条約の特典を受けようとする非居住

者は、条約相手国が発行する居住者証明

書を提出することとされており、また、

2013 年 4 月 1 日以降は、居住者証明書

とともに、所定の書類を併せて提出しな

ければならず、2013 年直接税法にこの要

件が盛り込まれた。 

・居住地と実質・受益権の問題との間には

落とし穴があり、特別目的ヴィークルは、

一般に、実質テストを満たせず、その結

果、課税上の居住地が特定されず、条約

の特典に影響を及ぼす可能性がある。 

・ 租税条約に基づく二重居住者問題の解決

策として、①OECD モデル租税条約 4 条

（POEM テストを採用）における

POEM の意義(主要な管理及び営業上の

意思決定)の拡充又は振り分け基準の優

先度の検討、②国内的な解決手段として

事前確認、国内法上の振り分け基準、実

務指針等、③相互協議手続（確実性及び

迅速性が必須）が考えられる。 

 

次に、Van Kempen から、条約の特典を受

けようとする者は一方の締約国の居住者でな

ければならず、課税上の居住地の濫用はそれ

に伴う租税条約の濫用につながるものであり、

BEPS 行動計画 6 では、特に、特典制限条項

及び主要目的テストの導入、限定的租税回避

否認規定（SAARs）の導入(例：二重居住法

人に関するもの及び第三国にある PE に関す

るもの)並びに租税条約が国内法における

SAARs の適用を妨げないことの確保という

提案がされているとの説明があった。 

最後に、Ven der Wolk から、二重居住法人

について、OECD モデル租税条約は現状
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POEM により振り分けることとしているの

に対して、米国モデル租税条約における振り

分け基準は POI に優先権を与えている、二国

間条約では特有の規定を設ける場合がある

（例：カナダとの条約）、最近米国財務省が公

表したインバージョンに関する通知が米国の

新しい租税条約ポリシーとなる可能性がある

との説明が行われた。 

 

5. 結論 

本セミナーのまとめとして、パネリストか

らの主なコメントは、次のとおり。 

 企業グループは租税条約に基づく二重

居住地を回避すべきである。（Mehta） 

 居住地の問題を解決するため、OECD は

更 な る 指 針 を 示 す べ き で あ る 。

（Schönfeld） 

 法人の居住地の移動又はインバージョ

ンは今後より起こりやすくなることで

あるがゆえに、振り分け基準をより単純

化することが不可欠である。（Van 

Kempen） 

「セミナーD：裁判官によるセミナー」 

〔Subject D: Judges’ Seminar〕 

 

〔議長及び討論者等〕 

Chair： Sohrab Dastur (India) 

Panel Members：  

Justice James S. Halpern (USA),  

Justice Vineet Kothari (India),  

Justice Philippe Martin (France),  

Justice Eugene Rossiter (Canada) 

Secretary： Niraj Sheth (India) 

 

〔テーマのポイント〕 

  米国、カナダ、フランス及びインドにおい

て税務訴訟を担当する裁判官らが、①各

国の司法制度から見た租税条約の位置

付けや適用関係、②包括的否認規定

（GAAR）の各国における導入の有無等、

さらに、③条約上の文言である「課税を受

けるべき（“liable to tax”）」と「課税するこ

とができる（“may be taxed”）」の解釈に

ついて説明をした。 

 

1. 税務訴訟制度 

【各国税務行政及び税務訴訟の概要】 

米国 
行政 連邦税のうち直接税について Internal Revenue Service が所掌 

司法
U.S. Tax Court（不足税額の納付前の場合）、U.S. Court of Appeals
及び U.S. Supreme Court の三審制 

カナダ 
行政 関税以外の連邦税について Canada Revenue Agency が所掌 

司法
Tax Court of Canada、Federal Court of Appeal 及び Supreme Court 
of Canada の三審制 

フランス 
行政 直接税について Direction Générale des Finances Publiques が所掌 

司法
Tribunal Administratif（行政裁判所）、Cour  Administrative d’appel
（行政控訴院）及び Conseil d’Etat（最高行政裁判所）の三審制 

インド 
行政

直接税について Income Tax Department（所得税局〔その中央組織と
して Central Board of Direct Taxes〕）が所掌 

司法
Income Tax Appellate Tribunal（所得税裁判所）、High Court（高等
裁判所）及び Supreme Court（最高裁判所）の三審制  



税大ジャーナル 25 2015.4 

187 

2. 各国の司法制度と租税条約の関係 

(1) 条約の優先について 

米国においては、連邦法と条約が同等と

位置付けられているため、租税条約が覆さ

れる可能性がある。カナダ及びフランスに

おいては、租税条約は国内法に優先し、イ

ンドも原則としては同様であるが、納税者

にとって国内法が有利である場合は、国内

法が租税条約に優先し得る。 

 

(2) チェリーピッキング 

同年度において各所得ごと、同種の所得

に関してその源泉地ごと、又は年度ごとに、

租税条約又は国内法のいずれか都合のよい

方の規定を適用する、いわゆるチェリー

ピッキングについて、カナダ、フランス及

びインドのいずれにおいても明文の禁止規

定はないものの、司法の立場からは消極的

である。米国においては、租税条約又は国

内法のいずれかという点でのチェリーピッ

キングは必ずしも禁止されるものではなく、

例えば、米国において複数の事業を展開し

所得を有する外国企業は、米国において申

告する所得の範囲を、米国の国内法に基づ

き、当該外国企業が米国内で行う事業に実

質的に関連する所得のみを申告するか、又

は居住地国との租税条約に基づき課税され

る範囲の所得の所得も併せて申告するかと

いう選択肢ができる。ただし、国内法又は

条約の各条項レベルでの適用・不適用の選

択はできない。 

(3) ウィーン条約法条約との関係 

カナダはウィーン条約法条約の正式な調

印国であり、同条約に縛られる※１。米国は

ウィーン条約の調印国ではあるが、国内で

批准されておらず、その拘束力は限定的で

ある。フランス及びインドはウィーン条約

の調印国ではない。ただし、フランスにお

いては国際条約を成文化し、それによって

国内法を拘束するための国内法の規定があ

る。また、インドにおいても、ウィーン条

約は各条約解釈の重要な基準として取り扱

われている。 
※１ ただし、条約の文言解釈については裁量

の余地がある（後記(4)参照）。 

(4) 条約解釈における国内法の影響 

カ ナ ダ は 、「 所 得 税 条 約 解 釈 法

（ Canadian Income Tax Conventions 

Interpretation Act）」により、条約上の不

明瞭な文言や定義を国内において明確にす

ることが許されている。フランス及びイン

ドは、条約解釈に係る法令はなく、裁判所

は国際法の基本原理を自由に適用すること

ができる。 

(5) モデル条約コメンタリーの位置付け 

いずれの国においても、モデル条約コメ

ンタリーは各国を拘束するものではないが、

条約が締結された時点で効力を有していた

コメンタリーのみが条約の解釈において有

効と解されている。ただし、米国とカナダ

においては、条約締結後のコメンタリーで

あっても、既存のコメンタリーを変えるこ

となく単に発展させたような場合は、条約

解釈において有効と取扱われる。 

また、フランスにおいては、取引がなさ

れた時点で公表されていたコメンタリーで、

取引当事者間の意思決定の前提となってい

るものと考えられる場合は、そのコメンタ

リーは裁判において証拠力を有すると考え

られ、裁判官の心証に影響しうる。なお、

米国では、技術的解釈コメンタリーを添え

て条約を締結するのが最近の通例となって

おり、その場合のコメンタリーは付帯的な

証拠として扱われる。 

なお、ある国との間の条約に係る議定書

が、他国との条約を解釈する場面において

は用いることはできないというのが各国パ

ネリストの見解であるが、インドのパネリ

ストからは、これらの国の条約交渉が同時

期に行われたような場合に限って用いられ
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得るとの意見が示された。 

3. 包括的否認規定（GAAR） 

米国は、包括的否認規定を導入していない。

その上で、いかに租税回避事例に対応するか

について、事業目的法理※２を適用した事例

（1966 年ゴルドスタイン事件）が紹介された。 

カナダは、包括的否認規定と類似するもの

があるが、そもそも司法上の法理として創設

されたものである。また、その他の特定の租

税回避防止規定は、限定的な適用にとどまる。 

フランスは、判例法において包括的否認規

定が認められてきたが、2008 年に租税手続法

改正により、同法の手続に組み込まれること

となった。また、条約の解釈にあたって包括

的否認規定が行使された事例として、2006

年スコットランド銀行事件（フランス最高行

政裁判所判決）が紹介された。 

インドの包括的否認規定は 2016 年から施

行されるが、施行前も司法上の法理としては

存在する。 

※２ 日本の裁判においてもしばしば引用され

る法理であり、「アメリカ合衆国におけるグレ

ゴリー事件の判決において示された、当時の

歳入法の組織変更規定の趣旨・目的（立法意

図）から事業目的の基準を導き出し、当該取

引は、形の上では組織変更の定義に該当する

としても、租税回避のみを目的とするもので、

事業目的を持っていないことを理由に、それ

は立法者の予定している組織変更には当らず、

したがって、非課税規定の適用を受け得ない、

と解することによって、租税回避行為の否認

を認めたのと同じ結果に到達した解釈技術、

すなわち、非課税規定の立法目的に照らして、

その適用範囲を限定的にあるいは厳格に解釈

し、その立法目的と無縁な租税回避のみを目

的とする行為をその適用範囲から除外すると

いう解釈技術」（大阪地判平 14・9・20 税資

252 号順号 9200）と解説されている。 
 

4. 条約解釈の個別的問題 

条約解釈の事例問題として、「課税を受ける

べき（“liable to tax”）」と「課税することが

できる（“may be taxed”）」という文言が取り

上げられた。 

まず「課税を受けるべき（“liable to tax”）」

については、実際に納付がなされたことを要

件とするか否か問題となるところ、

Ragazzacci 事件（2012 年）でフランス最高

行政裁判所（Conseil d’Etat）は、実際の納

税は要しないと判示した。 

次に「課税することができる（“may be 

taxed”）」については、締約国のいずれかの専

属的課税権を意味するか否かが問題となると

ころ、それ自体は専属的課税権を意味するも

のではないという見解（フランス及びカナダ）

と、二重課税を回避する目的に照らせば専属

的課税権を意味するという見解（インド）が

示された。 

 

「セミナーE： IFA/OECD BEPS への取組

みの進捗と行動 6〔租税条約濫用の防止〕」 

〔Seminar E： IFA/OECD Update on BEPS 

work – preventing treaty abuse〕 

 

〔議長及び討論者等〕 

Chair： Richard Vann (Australia) 

Panel Members： Peter Blessing (USA), 

Andrew Dawson (UK, Chair of WP1), 

Paresh Parekh (India), Carmel 

Peters (New Zealand), Jacques 

Sasseville (OECD), Martin Zogg 

(Switzerland) 

Secretary： Paresh Parekh (India) 

 

〔テーマのポイント〕 

  OECDを中心に進められているBEPS

への取組みは、2014 年 9 月に、15 の行

動計画のうち 7 つの行動計画に対して、
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〔2014 Deliverables〕という成果物（勧

告等）が公表された。 

  本セッションは、その前半で、このう

ち 6 つ〔2014 Deliverables〕をベース

として、現状における BEPS への取組

みのポイント及び今後のフォローアッ

プについて説明がなされた。 

  後半では、その中の行動 6〔租税条約

濫用の防止〕について、その勧告の内容

（OECD モデル条約の改訂及びそのコ

メンタリーの内容等）について、かなり

詳しい説明がなされ、パネルからは、具

体的な事例を用いてその妥当性等をも

含めた意見等が述べられた。 

 

セミナーE は、IFA と OECD の合同セッ

ションであり、前年のコペンハーゲン大会に

続き、OECD の BEPS への取組みをテーマ

としたものである。 

本セッションは二部構成をとり、PART 1

で「OECD の BEPS への取組みの進捗状況」

を取扱い、PART 2 でこのうち「行動 6〔租

税条約濫用の防止〕」を取り上げ、その内容に

ついて詳しい説明が行われた。 

 

以下に、当日の口頭説明に対して、必要に

応じて補足をしつつ、本セッションで説明が

なされた OECD の BEPS への取組みの内容

についてみていくこととする。 

 

Ⅰ〔PART 1〕「OECD の BEPS への取組み

の進捗状況」 

 

1．2014 年 9 月の OECD/BEPS 第一次報告

書（2014 Deliverables）の概要 

2013 年 7 月に公表された「BEPS 行動計

画」の 15 の行動計画について、本セッショ

ンでは、まずは、下記の〔BEPS プロジェク

トの構成図〕に示したような分類をすること

で、そのアウトラインをイメージ的に会場に

伝えた。 

2014 年 9 月 16 日に、これら 15 の行動計

画のうち 7 つの行動計画に対して、2014 

Deliverables （成果物）として、3 つの報告

書と 4 つの勧告文書が公表された。 

3つの報告書は、行動 1〔電子商取引課税〕、

行動 5〔有害税制への対抗（中間報告）〕及び

行動 15〔多国間協定の開発〕であり、4 つの

勧告文書は、行動 2〔ハイブリッド・ミスマッ

チ・アレンジメントの効果の否認〕、行動 6

〔租税条約濫用の防止〕、行動 8〔移転価格税

制－無形資産〕及び行動 13〔移転価格文書化

及び CBC Reporting〕である。 

パネルからは、これらについて、そのポイ

ントと今後のフォローアップについて、以下

のような簡単な説明がなされた。 
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〔BEPS プロジェクトの構成図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．行動 1〔デジタル経済（電子商取引課税）〕 

(1) 報告のポイント 

デジタル経済を租税目的でもってリン

グ・フェンシングすることは不可能であり、

BEPS に係るリスクは、行動 3〔CFC ルー

ルの強化〕、行動 7〔恒久的施設（PE）認

定の人為的回避の防止〕、行動 8－10〔移転

価格税制〕等で取り扱われることになる。 

デジタル経済の課題としては、直接税で

は、ネクサス（関連性）ルールや源泉所得

税の在り方等、間接税では、B2C における

VAT の徴税があげられる。 

(2) フォローアップ 

2015 年 12 月に、行動 1〔デジタル経済〕

に関して VAT 及び法人所得税に係る勧告

文書が公表されることが予定されている。 

 

3．行動 2〔ハイブリッド・ミスマッチ・アレ

ンジメントの効果の否認〕 

(1) 勧告のポイント 

ハイブリッド・ミスマッチに関しては、

リンキング・ルールを含む国内法の改正や

OECD モデル条約の改訂案が公表された。

リンキング・ルールのコンセプトや適用方

法についてのコンセンサスは得られており、

その適用範囲は包括的なものとされた。 

(2) フォローアップ 

行動 2 で提示されたルールに関して、ガ

イドラインの策定が進められる。行動 2 と

他の BEPS 行動計画との相互作用につい

ては、引き続き検討が続けられる。 

 

4．行動 5〔有害税制への対抗（中間報告）〕 

(1) 報告のポイント 

行動 5〔有害税制への対抗〕については、

2014年 9月に 1998年の有害税制に関する

報告書の見直しがなされ、2015 年 9 月に

非加盟国への拡大がなされ、2015 年 12 月

に有害税制に関する現行基準の改訂が示さ

れることが予定されている。 

今回の中間報告書では、パテント・ボッ

クス制度に関してネクサス・アプローチを

最重要と認識すること、租税に関する国際

的情報交換に関して定義の広いルーリング
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を置くことが述べられ、引き続き検討が進

められる。 

(2) フォローアップ 

パテント・ボックス制度、国際的情報交

換等についての検討が深められ、現行基準

の改訂について検討が進められる予定であ

る。 

 

5．行動 8〔移転価格税制－無形資産〕 

(1) 勧告のポイント 

無形資産に関する移転価格税制の検討に

関しては、移転価格ガイドライン改訂の最

終案が公表され、第 1 章は、ロケーション・

セービング、集合労働力（ assembled 

workforce）、グループ・シナジー等に言及

したものになり、第 6 章は、無形資産に関

して、その定義（識別概念）、比較対象取引、

独立企業間価格の算定方法、評価テクニッ

ク（DCF 法）に言及して、これらに関する

事例が記載された。 

無形資産からの所得の帰属に関する部分

については、未確定のままとされた。その

なかで、法的なオーナーシップと契約書は

その出発点であるとはされたが、無形資産

に関してその開発、改良、維持、保護及び

利 用 （ development 、 enhancement 、

maintenance、protection and exploitation）

に貢献した関連企業に対して、無形資産か

らの所得は帰属させなければならないとさ

れている。 

(2) フォローアップ 

OECD 移転価格ガイドラインの最終的

な改訂は、2015 年の行動 8－10 の検討の

なかで決められていくことが予定されてい

る。 

 

6．行動 13〔移転価格文書化及び CBC 

Reporting〕 

(1) 勧告のポイント 

移転価格文書化では「三層構造アプロー

チ」が採用され、「マスターファイル」、「ロ

ーカルファイル」及び「 Country-by-

Country Report（以下「CBC Reporting」

という。）」の 3 つの文書で構成されること

とされた。 

CBC Reporting は「納税地別の所得・納

税額・経済活動の配分の概況」及び「構成

事業体リスト」の 2 つの文書で構成される

こととされた。 

これらへの記載事項として、「納税地別の

所得・納税額・経済活動の配分の概況」に

は、「収入（非関連者／関連者）、税引前所

得、税額（納付税額ベース／当期発生ベー

ス）、資本金及び利益剰余金、従業員数、有

形資産額（現金及び現金等価物を除く）」を

記載することとされ、「構成事業体リスト」

には、「当該納税地に居住性を有する構成事

業体／居住地が異なる場合の設立地、主要

事業」を記載することとされた。 

(2) フォローアップ 

勧告文書の記載事項はファイナライズさ

れたが、これらの実施方法等については引

き続きの課題として取り扱われることなっ

た。その主な課題としては、税務当局間の

情報の共有化方法、実施時期（タイムライ

ン）、守秘義務の確保、情報の適正利用等が

上げられている。 

 

7．行動 15〔多国間協定の開発〕 

(1) 報告のポイント 

行動 15 は、BEPS 対策の実施に関して

マルチラテラルな手段の利用の可能性とそ

のための二国間条約の改正に焦点を置いた

ものである。 

現状におけるキーとなる結論としては、

税以外における前例に基づくことは「可能」

であり、次に報告書でその事例を取り上げ、

BEPS に関するマルチラテラルな手段を促

進し整備していくことをその目標としてい

る。 
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(2) フォローアップ 

2015 年 1 月に、OECD 租税委員会で

BEPS に関するマルチラテラルな合意に係

るドラフト・マンデート（誰が／何を／何

時／どうやって）を検討することとされた。 

 

8．2015 年 9 月公表の OECD/BEPS 第二次

報告書に向けてのタイムテーブル 

2015 年 9 月公表の OECD/BEPS 第二次報

告書に向けてのタイムテーブルとして、以下

のような時期にディスカッション・ドラフト

が公表されることが予定されている。 

PE認定回避の防止 2014年10月下旬 

租税条約濫用の防止 2014年11月中旬 

VAT B2C ガイドライン 2014年12月上旬 

利子の過大控除 2014年12月中旬 

移転価格におけるリスク・租税回避等 

 2014年12月中旬 

紛争解決 2014年12月   

BEPSに係る経済指標 2015年 1月前半 

 

Ⅱ〔PART 2〕「行動 6〔租税条約濫用の防止〕

の勧告内容の詳細」 

 

OECD の行動計画全体の進捗について大

枠の説明がなされた後、パネルからは、行動

6〔租税条約濫用の防止〕について、OECD

モデル条約への勧告の内容等についての説明

がなされた。 

1．行動 6〔租税条約濫用の防止〕の進捗状況 

BEPS に関する租税条約濫用の防止に関し

ては、パネルから、2014 年 3 月にそのディ

スカッション・ドラフトが公表され、これに

対し543頁にも及ぶコメントが寄せられたこ

とが説明され、このコメント等を踏まえた勧

告文書がこの 6 月にファイナライズされ、9

月 16 日の G20 において公表がなされた。 

なお、このフォローアップについては、

2015 年 9 月をデッド・ラインとして行われ

ることが予定されている。 

 

2. 行動 6〔租税条約濫用の防止〕の勧告に係

る 3 つのエリア 

パネルは、勧告文書が、以下の A、B 及び

C の 3 つのエリアに区分して租税条約濫用の

防止策について勧告していることから、この

エリアごとに防止策の説明を行ったが、その

説明順序については逆にして C、B、A の順

に行った。 

A．不適切な状況における租税条約の特典付

与を防ぐための OECD モデル租税条約の

改訂及び国内ルールの改正に関する勧告

（以下「不適切な条約特典防止のための

OECD モデル条約規定及び国内ルールの

改正」という。） 

B．租税条約が国際的二重非課税を創設する

ために利用されることを意図していないこ

との明確化（以下「租税条約に国際的二重

非課税の意図のないことの明確化」とい

う。） 

C．一般的に各国が他の国との租税条約の締

結を決定する前に考慮すべきタックス・ポ

リシーを特定すること（以下「租税条約締

結のためのタックス・ポリシーの特定」と

いう。） 

 

3.〔C 租税条約締結のためのタックス・ポリ

シーの特定〕 

OECD モデル条約の「序論」に新たに「C 租

税条約を締結するかどうか又は既存の条約を

改正するかどうかの判断に重要なタックス・

ポリシーに係る考慮事項」として、パラグラ

フ 15.1～15.6 の追加を行い、ここで、「租税

条約を締結する両締約国は、自国の居住者の

置かれたクロスボーダーの状況において、現

実に二重課税のリスクが存在している程度に

ついて評価すべきである（二重課税のかなり

多くは、国内法により解決されている）」こと

や、「条約を締結する相手国が、行政共助や情

報交換を効果的に実施できる能力を有してい
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るのか又は進んで行うのか」などが、考慮す

べきタックス・ポリシーとして提言された。 

パネルからは、これらの取扱いに関して以

下のこと等があり得ることの指摘がなされた。 

 「二重課税のかなり多くは、国内法によ

り解決されている」ことは確かに認めら

れるが、居住地国－居住地国の国際的二

重課税の排除やソース・ルールの重要な

相違等により、引き続き租税条約の重要

性は認められることを強調した。 

 国際的二重非課税のリスクに関しては、

締約国が非課税又は低課税の場合や相

手国の税制に二重非課税のリスクを増

大させる要素がある場合が存在してい

る。 

 国境を超える取引や投資からの利益が、

差別的な税制からの保護や租税紛争の

二国間解決のメカニズム等による場合

がある。 

パネルからの意見としては、「低課税（low 

taxation）とは何か」という疑問等が投げか

けられていた。 

 

4.〔B 租税条約に国際的二重非課税の意図の

ないことの明確化〕 

租税条約に国際的二重非課税の意図のない

ことを明確化するに当たっては、そのタイト

ルと前文（Preamble）を以下のように改訂す

ることが公表された。 

このなかで、特に、前文においては、「二重

非課税の機会を生じさせず、かつ、脱税又は

租税回避（第三国の居住者の間接利益のため

にこの条約により付与される特典を得る目的

でのトリーティ・ショッピング・アレンジメ

ントを含む。）により租税を減少させることな

しに」と、二重非課税を生じさせることやト

リーティ・ショッピングを利用することを、

この租税条約が認めないことを、明確に判読

できる内容となっている。 

 

所得及び資本に対する租税に関する

二重課税の回避並びに脱税及び租税

回避の防止のための A 国と B 国との

間の条約 

 

条約の前文(8) 

A 国と B 国は、 

経済関係の将来的発展及び租税に関する

協力関係の強化を希求するものとし、 

二重非課税の機会を生じさせず、かつ、

脱税又は租税回避（第三国の居住者の間接

利益のためにこの条約により付与される特

典を得る目的でのトリーティ・ショッピン

グ・アレンジメントを含む。）により租税を

減少させることなしに、所得及び資本に対

する租税に関する二重課税を回避するため

の条約を締結することを意図し、 

以下の事項について、合意するものとす

る。〔合意内容を記述〕 

 

この前文については、ディスカッション・

ドラフトの案文からの変更は一切なされてい

ないものである。 

これについて、パネルは、「条約法に関する

ウィーン条約（1969）」第 31 条〔解釈に関す

る一般的な規則〕(1)を取り上げ、そこには「第

31 条(1)  条約は、文脈（context）によりか

つその趣旨及び目的に照らして与えられる用

語の通常の意味に従い、誠実に解釈するもの

とする。」と規定が置かれていることから、こ

のような改訂が必要であるか等についての意

見が述べられた。 

 

5.〔A 不適切な条約特典防止のための OECD

モデル条約及び国内ルールの改正〕 

このエリアが、本勧告文書のまさにメイン

と言えるものである。「不適切な状況における

租税条約の特典付与を防ぐための OECD モ
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デル租税条約の改訂及び国内ルールの改正」

に関して、本勧告文書は、次の 2 つの場合に

分けて、その勧告を行っている。 

① 「者」が租税条約自体による制限を回避

しようとする場合 

② 「者」が租税条約の特典を利用して国内

税法の規定を濫用しようとする場合 

 

5‐①「者」が租税条約自体による制限を回

避しようとする場合について 

この場合に係る OECD モデル条約の改訂

案としては、パネルから、具体的には以下の

7 つの対応について説明が行われた。 

 租税特典制限（Limitation-on-Benefits：

LOB）ルール 

 主要目的テスト（Principal Purpose 

Test：PPT）ルール 

 配当の軽減税率に係る新たな「最低持株

期間（minimum shareholding period）」 

 特定の集団投資ヴィークルへの配当の

軽減税率を否認する新たなルール 

 不動産化体株式に係る改訂 

 二重居住者のタイブレーカー・ルールに

係る改訂 

 第三国の恒久的施設（PE）に係る新た

な濫用防止ルール 

ここでは、これらのうち「租税特典制限

（LOB）ルール」、「主要目的テスト（PPT）

ルール」及び「第三国の恒久的施設（PE）に

係る新たな濫用防止ルール」について、その

勧告内容の確認をすることとし、加えて、こ

れらについて、パネルがセッションで取り上

げた 3 つの事例について、以下にみておく。 

(1)「租税特典制限（LOB）ルール」 

本勧告文書で公表された OECD モデル

条約に導入すべきとされた「租税特典制限

（LOB）ルール」の条文を仮訳で以下に示

す。パネルからは、この条文について、各

項ごとにその要約等をスライドに示しなが

ら説明がなされた。 

第 X 条 

特典資格条項（Entitlement to Benefits） 

 

1.  本条に別段の定めがある場合を除き、締約

国の居住者が、特典を与えられる時点にお

いて、この第2項で定める「適格者（qualified 

person）」に当たらない者である場合は、さ

もなければこの条約により与えられた特典

（第 4 条第 3 項、第 9 条第 2 項又は第 25

条を除く。）を享受する資格を有しないもの

とする。 

 

2.  一方の締約国の居住者がこの条約により

特典が与えられる時点において以下に該当

する者である場合は、その時点において当

該居住者は適格者である。 

a) 個人 

b) 締約国若しくはその地方政府又は地方公

共団体、若しくはその国によって完全に

所有される者、政府機関又は地方政府機

関 

c) 法人又はその他の事業体のうち、その時

点を含む課税年度を完全に通して、以下

のいずれかに該当するもの 

ⅰ) その主たる種類の株式（及び不均一

分配株式）が 1 又は 2 以上の公認有価

証券取引所で通常の取引がなされてお

り、かつ、以下の A 又は B のいずれか

を満たしていること 

A) その主たる種類の株式（又は持分。

以下同じ。）について、当該法人又は

事業体が居住者である締約国に設立

された 1 又は 2 以上の公認有価証券

取引所で主たる取引がなされている

こと 

B) 当該法人又は事業体の管理及びコ

ントロールの主たる場所が、当該法

人又は事業体が居住者である締約国

内にあること 
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ⅱ) 当該法人又は事業体の総議決権及び

株式価額の総額の 50％以上（及び不均

一分配株式の 50％以上）が、直接又は

間接に、間接所有に関しては、それぞ

れの中間所有者がどちらかの締約国の

居住者であるならば、このサブパラグ

ラフのⅰ)の規定の下で特典資格があ

る 5 社以下の法人又は事業体に所有さ

れていること 

d) 以下の要件を満たす個人以外の者 

ⅰ) [それぞれの締約国で設立された関連

す る NPO （ relevant non-profit 

organisation）を記載] 

ⅱ) 年金又はその他の同様な利益の運用

又は支払のために設立された者で、そ

の受益権の 50％超がどちらかの締約国

の個人居住者によって所有される者 

ⅲ) この項のⅱ)に該当する者の利益運

用のためにファンド投資するために設

立され運用されている者で、その者の

すべての所得が、実質的にこれらの者

の利益のためになされる投資からのも

のであること 

e) 以下の要件を満たす個人以外の者 

ⅰ) その時点を含む課税年度の半分以上

の期間において、一方の締約国の居住

者であり、かつ、この項の a)、b)、c) の

ⅰ) 又は d)の下でのこの条約の特典を

享受する資格を有する者が、その者の

株式又は総議決権及び株式価額の総額

の 50％以上（及び不均一分配株式の

50％以上）を、直接又は間接に所有し

ていること（間接所有に関しては、そ

れぞれの中間所有者が一方の締約国の

居住者であること） 

ⅱ) その者の居住地国である締約国にお

いて認定された、その時点を含む課税

年度におけるその者の総所得の 50％未

満が、いずれの締約国の居住者でない

者で、この項の a)、b)、c) のⅰ) 又は

d)の下でのこの条約の特典を享受する

資格を有する者に、その者の居住地国

である締約国において、この条約の対

象となる租税目的で所得控除がなされ

る支払の形で、直接又は間接に支払わ

れ又は稼得されていること（ただし、

役務提供又は有形資産のための通常の

事業での独立企業原則に基づく支払は

含まない。） 

f) [ 集 団 投 資 ヴ ィ ー ク ル （ collective 

investment vehicle）に関する可能な規定] 

 

3. a) 一方の締約国の居住者が、当該締約国に

おいて能動的な事業の活動に従事してお

り、かつ、他の締約国からの所得が、当

該営業又は事業に関連している又は付随

している場合には、その居住者が適格者

であるかどうかに拘わらず、他方の締約

国で稼得された所得に関して、この条約

の特典を享受する資格を有する。ただし、

当該営業又は事業の活動が、居住者の自

己勘定のための投資又はその運用に係る

活動（商業銀行、保険会社及び証券会社

が各々行う、銀行又は[締約国がそのよう

な取扱いを承認した銀行類似の金融機関

を記載]の業務、保険業務若しくは証券業

務を除く。）である場合は、この限りでは

ない。 

b) 一方の締約国の居住者が、他方の締約国

でその居住者によりなされた営業又は事

業活動から所得を稼得する場合、又は、

他方の締約国で関連企業から生じた所得

を稼得する場合に、上記 a)の要件は、一

方の締約国の居住者によりなされた営業

又は事業活動に、他方の締約国で当該居

住者又は関連者によってなされた営業又

は事業活動との関連で実質性が存在する

場合にのみ、当該所得について満たされ
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るものとする。事業活動にこの項の目的

で実質性があるかどうかは、すべての事

実及び状況に基づいて判断される。 

c) この項の適用のために、ある者の関連者

によりなされた活動は、その者によりな

された活動とみなされるべきである。あ

る者が、相手方の受益権の 50％以上（又

は、法人の場合にはその法人の総議決権

及び株式価額の総額又はその法人の株式

受益権の 50％以上）を所有する場合、若

しくは、第三者が、両者の受益権の 50％

以上（又は、法人の場合にはその法人の

総議決権及び株式価額の総額又はその法

人の株式受益権の 50％以上）を所有する

場合には、ある者は相手方と関連するも

のとする。どのような場合においても、

関連するすべての事実と状況の下で、あ

る者が、相手方を支配している又は両者

が同一の者から支配を受けている場合に

は、当該相手方と関連しているものとし

て扱われる。 

 

[4.  一方の締約国の居住者である法人が特典

を与えられる時点において、以下の要件を

満たす場合にも、この条約により与えられ

る特典を享受する資格を有するものとす

る。 

a) 株式又は総議決権及び株式価額の総額の

95％以上（及び不均一分配株式の 50％以

上 ） が 、 同 等 受 益 者 （ equivalent 

beneficiary）である（間接所有に関して

は、それぞれの中間所有者自体が同等受

益者である）7 人以下の者により、直接又

は間接に所有されていること 

b) その居住地国である締約国において認定

された、その時点を含む課税年度におけ

るその法人の総所得の 50％未満が、その

法人の居住地国である締約国において、

この条約の対象となる租税目的で所得控

除がなされる支払の形で、同等受益者で

ない者に直接又は間接に支払われ又は稼

得されていること（ただし、役務提供又

は有形資産のための通常の事業での独立

企業原則に基づく支払は含まない。）] 

 

5.  一方の締約国の居住者が、この条項の前項

までの規定の下で、この条約のすべての特

典について享受する資格を有しない場合で

あっても、その締約国の権限ある当局

（competent authority：CA）が、その居住

者の要請に対して関連する事実と状況の検

討を行ったうえで、その居住者の設立、取

得又は維持並びにその事業活動が、この条

約の特典を得ることをその主たる目的の一

つとしていないものと判断したのであれ

ば、資格がないその居住者に特典を享受し

ようとする当該権限ある当局は、それにも

かかわらず、これらの特典又は特定の所得

又は資本に関する特典を享受される資格が

あるとして、その居住者を取扱うものとす

る。締約国の権限ある当局は、他方の居住

者によってこの項の下でなされた要請を拒

否する前に、その他方の権限ある当局と協

議するものとする。 

 

6.  この条項の上記の規定の適用のために、下

記の用語は以下の意味とする。 

（以下、略） 

 

(2)「主要目的テスト（PPT）ルール」 

主要目的テスト（PPT）ルールについて

は、上記の「特典資格条項」の第 7 項とし

て、いわば「租税特典制限（LOB）ルール」

とセットで導入が図られたものであり、そ

の条文を仮訳で以下に示す。 
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7.  この条約の他の規定にかかわらず、関連

するすべての事実と状況の観点からみて、

特典を得ることが、直接的又は間接的に、

結果として特典を得たアレンジメントや取

引における主要な目的の一つであると結論

づけることが合理的である場合には、これ

らの状況において当該特典を付与すること

が、この条約の関連条項の目的に合致して

いることが証明されないのであるならば、

この条約の特典は、所得の種類ごと又は資

本に対して付与されないものとする。 

 

この「主要目的テスト（PPT）ルール」に

対して、パネルからは、以下のような疑問が

表明され、PPT ルールについては税務当局の

恣意的な運用が可能であり問題視をしている

様子が覗えた。 

 「結論づけることが合理的である場合に

は（if it is reasonable to conclude）」を「立

証される場合には（if it is established）」

に置き変えるべきではないのか。 

 第一義的に他の条約や国内法の規制等

を避けるための取引に対しても、PPT ル

ールは適用されるべきなのか。 

 仲裁（arbitration）が可能である問題から

は、PPTルールは除外すべきではないのか。 

 

(3) 事例 1：「地域統括会社（Regional holding 

company）」 

上記の新設の「租税特典制限（LOB）ルー

ル」及び「主要目的テスト（PPT）ルール」

を踏まえ、パネルは、地域統括会社を取り扱っ

た事例を用いて、租税条約の特典付与につい

て議論を行った。 

〔事例 1〕 
事例 1 では、南アメリカと租税条約を締結していない X 国の居住者である X 社は、多

国籍企業のトップ企業であり多くの国に子会社を有している。X 社は、南アメリカと租

税条約のネットワークを持つ H 国に完全子会社の Hold 社を設立し、南アメリカの子会

社の地域統括会社とした。H 国は、配当とキャピタル・ゲインを非課税とし、国外への

配当支払に対し源泉非課税としている。 
Hold 社は、南アメリカの子会社から配当を受け取り、それをグループの事業活動に投

資するか X 社に送金している。Hold 社の役員たちは、その数人が H 国に居住しており、

役員会等を H 国で開催している。 

（取引図） 
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パネルからは、事例 1 に関して、以下のよ

うな意見等が指摘された。 

 米国方式の LOB 条項の下では、Hold 社

は条約特典を得ることはできないが、

LOB 条項は客観的ルールであることか

ら、なぜ、条約特典は否認されるのか。 

 Hold 社にどの程度の実質（substance）

が備わっていれば、租税条約は認められ

るのか 

 必要とされる実質的な機能は何か；ど

うであればシェル・カンパニーではな

いのか？ 

 最小限必要な従業員数は？ 

 最小限必要な資本金の額は？ 

 他の事業目的は必要なのか？ 

 ケース・バイ・ケースで判断されるの

か？ 

 PPT ルールにおいて、「主要目的のひと

つ」と「唯一の目的」との違いはなにか 

 「実質（substance）」の典型的なチェッ

クリストとは 

 LOB ルールの下で、又は、PPT ルール

の下で、「実質（substance）」は論証で

きるのか 

 

(4) 事例 2：「トータル・リターン・スワップ

（Total return swap）」 

 

続いて、パネルは、トータル・リターン・

スワップの事例を用いて議論を行った。 

 

〔事例 2〕 
事例 2 では、T 国－S 国租税条約下では、ポートフォリオの配当に対して 15％の税率

で源泉所得税が課されている。しかしながら、R 国－S 国租税条約の下では、源泉地国

から居住地国の受益者である企業に支払われる配当は非課税（0％）とされている。 
T 国の居住者である T 社は、S 国の居住者である公開企業 S 社の 10,000 株に関して、

R 国の居住者である R 銀行と、トータル・リターン・スワップを締結した。 
 

（取引図） 
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このトータル・リターン・スワップ契約

には、契約期間において S 社の 10,000 株

を所有する者の実際の損益をベースにして、

T社又はR銀行にネットの支払がなされる

ことが定められており、これには、R 銀行

に支払われるコミッションが計算上で考慮

される。当該コミッションは、契約の締結

時点での S 社の 10,000 株の市場価値と等

しい額に対する当期の利子とおよそ等しい

額である。 

（事例のポイント） 

この事例 2 のポイントとしては、T 社は、

公開企業 S 社の 10,000 株を保有すること

のリスク（市場価値の大幅な下落等）をヘッ

ジすることを目的として、このトータル・

リターン・スワップを締結したものと思わ

れるが、そのときに、R 国の銀行との契約

を選択して、R 国－S 国租税条約の特典（配

当に対する税率が 0％）をこの中に組み込

むことで、T 国－S 国租税条約の下で契約

を組成した（配当に対する税率が 15％）と

きよりも、負担を軽減しているわけである。 

 

 パネルからは、事例 2 に関して、以下の

ような意見等が指摘された。 

 LOB ルールは、このようなケースに対

しては適用されないはずである。 

 それでは、新たな PPT ルールの適用に

ついては、どのように考えるのか？ 

 同様のことは、バック・トゥ・バック・

ローンでも生じることである。 

 「経済的な導管体」をどう考えるのか。 

 トータル・リターン・スワップを事業活

動のなかで締結している場合はどうな

のか？ 

 銀行が、相当の数のクライアントと同様

な契約をしている場合はどうなのか？ 

 

(5)「第三国の恒久的施設（PE）に係る新た

な濫用防止ルール」 

第三国に設立された恒久的施設（PE）の

濫用防止ルールについては、PE の居住地

で国外所得が免税となる場合に国際的二重

非課税が生じることになり、これは濫用と

みることができる行為として問題であるこ

との指摘がなされている。 

このような濫用的な PE の利用には、租

税条約上で個別的濫用防止規定（Specific 

Anti-Abuse Provision）が必要であるとし

て、国際的二重非課税を防ぐため、それに

ついての条約の改訂案及びそのコメンタリ

ーが示されている。 

 

5‐②「者」が租税条約の特典を利用して国内

税法の規定を濫用しようとする場合につい

て 

この場合については、パネルから、国内

税法上の租税回避防止ルールの有効利用を

上げることができるものの、これらに関し

ては、「租税条約とこれら国内税法上の租税

回避防止ルールとが両立するのか」という

ことが、これまでも実務的な観点から問題

視されてきたという経緯が見受けられる。

このような具体的な事例としては、OECD

モデル租税条約でみると、以下の条項につ

いて指摘が見受けられるところである。 
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 一般的租税回避防止規定（GAAR）の適用

への妨げ〔租税条約の諸規定〕 

 外国子会社合算税制（CFC 税制）への妨げ

〔第 7 条及び／又は第 10 条第 5 項〕 

 過少資本税制の適用への妨げ〔第 24 条第 4

項及び第 5 項〕 

 居住者事業体への制限的連結納税制度の適

用への妨げ〔第 24 条第 5 項〕 

 出口税又は出国税への妨げ〔第 13 条第 5

項〕 

 配当をキャピタル・ゲインに転換して非課

税にする取引への配当ストリッピング・ル

ールの適用の妨げ〔第 13 条第 5 項〕 

 グランタートラストルール等の所得の国内

割当ルールの適用の妨げ〔第 13 条第 5 項〕

 

(6)「セービング・クローズ」の導入 

このような懸念に対して、本勧告文書で

は、租税条約の規定と国内否認規定との関

係を、租税条約上で明らかにするために、

OECD モデル租税条約に、「セービング・

クローズ（saving clause）」の取扱いを、

第 1 条第 3 項として導入することを提言し

た。以下にその仮訳を示す。 

 

第 1 条 

3.  この租税条約は、第 7 条第 3 項、第 9 条

第 2 項、第 19 条、第 20 条、第 23 条、第

24 条、第 25 条及び第 28 条の規定の下で付

与される特典を除き、一方の締約国による

その居住者への課税に影響を及ぼすもので

はない。 

Ⅲ〔結論〕 

本セッションでは、現行の BEPS への取組

みについては、2014 年 9 月に公表をされた

〔2014 Deliverables〕の概要等を示すことで

その進捗が取り扱われ、行動 6〔租税条約濫

用の防止〕についてはより詳細な勧告内容等

が事例等も交えながら説明がなされ、本当に

ボリュームのあるセッションであった。

BEPS については、2015 年 9 月に向けて引

き続き検討が進められ、2014 年 11 月頃から

はディスカッション・ドラフトが公表されて

いく予定であり、このあとが BEPS への取組

みの正念場といえるものと思われるところで

ある。 

 

「セミナーF：国連の取組み － モデル租税

条約、移転価格等における国連と OECD と

の相違」 

〔Seminar F : UN Matters – UN and OECD 

differences in Model, TP, etc.〕 

 

〔議長及び討論者等(9)〕 

Chair：Jan De Goede (Netherlands) 

Panel Members： Michael Lennard 

(United Nations), Toshio Miyatake 

(Japan), Andrew Dawson (United 

Kingdom), Liselott Kana (Chile), 

Anita Kapur (India), Christian 

Kaeser (Germany), Stig Sollund 

(Norway), Tianlong Hu (China) 

Secretary：Dhruv Sanghavi (IBFD/India) 

 

〔テーマのポイント〕 

  国連モデル租税条約は、より広範な源泉

地国課税を志向するものであり、その規定

の中には、OECD 加盟国が締結した租税

条約に広く採用されているものもある。 

  役務提供所得に対し、国連モデル租税条約

に規定されることになった新条項に基づき、

源泉地国において源泉徴収によるグロス課

税を行うことについては、産業界も同意する

ものの、源泉ルールの拡大及び使用料と同

様の源泉徴収税率には、産業界は強く反対

している（源泉徴収税率は 3％以下を主張）。 

  移転価格に関して、G20/OECD による



税大ジャーナル 25 2015.4 

201 

BEPS 行動計画を意識しつつも、発展途上

国の状況に特に留意しながら、国連モデル

租税条約 9 条のコメンタリーの改定及び国

連移転価格マニュアルの改定の作業が進

められている。これに対し、産業界からは、

二重課税の確実な排除、そのための実効的

な紛争解決手続きの確立、取引上・事業上

の秘密の保護が強く求められている。 

 

1. 国連における作業の概要 

国連では様々な事項が採り上げられている

ため、事項ごとにサブパネルを設けて議論が

行われ、冒頭、議長から、各パネリスト及び

各パネリストが担当するサブパネルの紹介が

行われた。 

まず、Lennard から、国連の作業の付託事

項及び課題の概要について説明が行われ、国

連の作業の包括的な理念のほか、発展途上国

が規範策定において発言権を有する国際レベ

ルでの体系立った問題の解決が求められるこ

とが強調された。また、国連の専門委員会の

構成等が紹介され、構成員は、OECD に比べ

て、より「源泉地国」に重点を置く傾向にあ

るとの説明が行われた。 

 

2. 国連モデル租税条約の妥当性 

(1) 国連モデル租税条約の規定の採用状況 

議長から、1979 年から 2013 年までの間

に各国が締結した租税条約における国連モ

デル租税条約（以下「UN モデル」という。）

の規定の実際の採用状況に関する実証的・

定量的調査（国連の要請により IBFD が実

施）の主要な結果について、次のとおり報

告がされた。 

・ 9 の規定が、締結された租税条約（国連

加盟国間又は国連加盟国と OECD 加盟

国との間を問わない。）の 40％超で採用

されている。【表１】 

・ 10の規定が、締結された租税条約の15％

未満でのみ採用されている。【表２】 

・ 租税条約の実務において UN モデルの

妥当性は明白と確信しているが、UN モ

デルのいくつかの規定は実際の租税条約

において幅広く採用されているとは認め

られない一方、UN モデルのいくつかの

規定が国連加盟国によって締結された租

税条約よりも OECD 加盟国間で締結さ

れた租税条約において多く採用されてい

ることは、興味深い。 

・ 将来、唯一のモデル租税条約（ただし、

コメンタリーに明示される異なる政策的

配慮及び法的関連により、より多くの規

定の選択肢を提示するもの）を有するこ

とができるかもしれない。 

 

【表 1】租税条約の 40％超で採用されてい
る規定 

5 条 3 項(a)の監督活動 68％ 

5 条 3 項(a)の期間要件の短縮 67％ 

5 条 3 項(b)の役務提供 46％ 

12 条 1 項・2 項の課税権の分配 89％ 

12 条 3 項のラジオ・テレビ放送 80％ 

12 条 3 項の設備の使用 68％ 

13 条 4 項の不動産化体株式 59％ 

14 条 1 項(a)の自由職業所得 82％ 

14 条 1 項(b)の滞在期間要件 58％ 

 
【表 2】租税条約の 15％未満で採用されて

いる規定 
7 条 1 項の限定的な吸引力原則 14％ 
7 条の物品購入の非除外 6％ 
8B 条 2 項の船舶所得 6％ 
9 条 3 項の調整及び罰則 12％ 
13条4項の基本的な事業用財産の除外 5％ 
14 条 1 項(c)の報酬金額 3％ 
16 条 2 項の経営幹部 9％ 
23A 条の意図せぬ二重非課税 3％ 
25 条 5 項の仲裁 5％ 
27 条の徴収共助 13％ 
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(2) UN モデルと OECD モデルとの相違点 

宮武弁護士から、5 条（恒久的施設）、7

条（事業所得）、9 条（特殊関連企業）、12

条（使用料）、13 条（譲渡所得）、14 条（自

由職業所得）、21 条（その他所得）及び 25

条（相互協議）における両者の相違点につ

いて説明が行われた。 

宮武弁護士からは、国連にとって、

OECD モデルの規定に追加する選択肢を

提供することは、実行可能なアイデアであ

り、国連モデルの基本構造は OECD モデ

ルのそれと同じであるから、そのようなア

プローチによることで、国連が、現状の租

税条約の規定の再検証と同様、新しい租税

条約の規定の用意のために有用な資源を提

供することを可能ならしめるであろうし、

発展途上国にとっての BEPS 問題への対

応及び OECD の BEPS プロジェクトが対

象としていない他の論点の認識の必要性を

明らかにすることが次のチャレンジである

とのコメントがあった。 

続いて、Dawson から、UN モデルと

OECD モデルとの間に相違があるものの、

その大部分は重大なものではなく、両者の

間にはより広範な共通性があり、その共通

性によって、広範な源泉地国課税重視が限

定されているとの説明が行われた。 

また、Dawson からは、英国の租税条約

ポリシーについて、次の説明が行われた。 

・ 交渉開始時点で UN モデルに依拠する

ことは決してない。ただし、OECD モデ

ルでさえ、利子又は使用料が関係する限

りにおいては、源泉地国課税をより広く

容認する傾向にある。 

・ UN モデルの規定が時折相手国から主張

されるが、その相手国は、条約漁りの事

例を防止するため、締結する租税条約へ

のアプローチを一貫したものとすべきで

ある。 

・ 英国は、役務提供 PE、14 条（自由職

業所得）、建設 PE に係る期間要件及び

12 条（使用料）といった規定について

UN モデルの規定を容認する。 

・ それにもかかわらず、英国は、制限的な

PE 吸引力の原則（ limited force of 

attraction）及び 8B 条（船舶運航に係る

国際運輸業所得に対する源泉地国課税を

容認する規定）といった UN モデルの規

定には、強硬に反対し続けている。 

最後に、Dawson は、国連が利用できる

限られた資源及び専門家グループによる合

意までの過程で直面する困難にもかかわら

ず、UN モデルは有用であり、なぜなら、

UN モデルが、発展途上国と先進国との間

の条約のために、OECD モデル（そのコメ

ンタリーにおいてのみ選択肢が示されてい

る。）に対する選択肢を提供するものである

からであると締めくくった。 

 

3. 役務提供所得に対する課税 

Kana から、役務提供所得に関する国連の

作業について、次のとおり説明が行われた。 

・ 専門家委員会が、2009 年に役務提供の

取扱いに関する研究を承認した。 

・ UN モデルの 2011 年改定作業において、

5 条（恒久的施設）に関する分科会が、

14 条（自由職業所得）の削除の可能性を

検討したが、その案は見送られた。 

・ 専門家委員会は、その代わりとして、

14 条が個人に対してのみ適用されるべ

きものか、人為的な事業体にも適用され

るべきものかに関する自国の立場を締約

国間で明確にすることを促す記述をコメ

ンタリーに 11 項として追加することと

した。 

・「計画」という制限が役務提供 PE の形成

を回避するために巧妙に利用されるとい

う問題を防止するために、「（ for the 

same or connected project）」（同一の又

は関連する事業のため）という文言の削



税大ジャーナル 25 2015.4 

203 

除を検討できることを明らかにするため

に、5 条のコメンタリーに 12 項が追加さ

れた。 

・ 専門家委員会では、技術的役務提供所得

に対する課税の問題に対応する方法とし

て、9 つの異なる選択肢を検討し、技術

的役務提供を特別に取り扱う新しい条項

の追加を選択した。この新しい条項は、

Brian Arnoldが提示した3つの選択肢の

一つであり、技術的役務提供について、

源泉地国の居住者（及び源泉地国に恒久

的施設又は固定的施設を有する非居住

者）が他方の国の居住者に支払うすべて

の支出に対して源泉地国が課税すること

を容認するものである。この取扱いは、

12 条に基づく使用料の取扱いに類似す

るものである。 

Kapur は、役務提供所得に関してあるべき

源泉ルールとして、次の国に源泉があるもの

とすべきとの見解を示した。 

・ 役務提供に係る支払者が課税上の居住者

である国 

・ 役務提供の費用を負担する恒久的施設

が所在する国 

・ 役務が提供される国 

・ 役務が利用される国 

また、Kapur は、物理的な存在なしに役務

の供給が可能なデジタル経済において、物理

的な存在、すなわちレンガ・モルタル基準は

時代遅れであるから、源泉ルールにおいて、

源泉地国に役務提供者の物理的な存在がある

ことを要件とすべきではないとの見解を示し

た。 

さらに、Kapur は、次のことを考慮して、

源泉地国が役務提供所得に対する課税権を確

保すべきであると説明した。 

・ 役務の利用者が申告する控除により生じ

る課税ベースの浸食 

・ 役務の提供者による源泉地国における知

的財産権の保護、銀行機能その他の法的

保護という形態での便益へのアクセス 

・役務の利用者の購買力に結び付く要因は、

その国の統治及びその統治を確保するた

めに源泉地国で利用可能な資源に本質的

に関連付けられること 

Kaeser からは、産業界を代表して、役務提

供に対する課税が役務提供 PE 又は役務提供

所得に関する新条項によって規律される場合

における状況の比較が行われ、次の見解が示

された。 

・ 恒久的施設に関連付けられる経営上のコ

ストが軽減される限りにおいては、新条

項によることが望ましく、提供される技

術的役務ごとに恒久的施設が存在すると

みなされるべきである。 

・ グロス課税（多額の費用を要する場合に

は、特に大きな負担になり得る。）という

欠点はあるものの、役務提供報酬に対す

る源泉課税がより便宜的である。 

・ 源泉課税の税率は、グロス金額に対して

最大 3％に制限すべきである。 

・ 役務の利用者はより多額の所得を得るた

めに支出を行うものであり、その所得に

対して源泉地国が課税することになるた

め、Kapur の課税ベース浸食アプローチ

には反対である。 

・ 物理的な存在が所得に対する課税上の要

件とされないことにも反対である。課税

の公平な配分は極めて主観的なものであ

り、モデル租税条約及び各国の租税条約

に明確に規定されることはもちろん、改

善された相互協議手続及び強制的な仲裁

を含む、より実効的な紛争解決制度の採

用が重要である。 

 

4. 移転価格 

(1) 移転価格に関する国連の取組み 

Sollund から、移転価格に関する国連の

付託事項について、移転価格分科会では、

グループ内役務提供、管理手数料及び費用
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分担取極、事業再編、無形資産等の進行中

の作業のほかにも、様々な課題に取り組ん

でおり、分科会への付託事項には、次のこ

とも含まれているとの説明が行われた。 

 次の観点からの UN モデル 9 条（特殊関

連企業）のコメンタリーの改定 

・ UN モデル及び OECD モデルに共通

の独立企業原則の考慮 

・ 移転価格に関する紛争を可能な限り

防止及び解決をするための共通の国際

的な枠組みの提供 

・ 移転価格に関する G20/OECD によ

るBEPS行動計画の目的に対する適切

な配慮 

・ 非先進国の特別の状況への留意 

・ 専門家委員会の 2014 年会合におけ

る議論及び決定のためのコメンタリー

改定案の提示 

 次のことによる国連移転価格マニュア

ルの改定 

・ コメンタリーに則した UN モデル 9

条の運用及び独立企業原則の反映 

・ その能力開発の段階における発展途

上国の現実の反映 

・ 発展途上国の経験に特別の注意を払

うこと 

・ 他の機関における業績の引用 

・ とりわけグループ内役務提供及び無

形資産に関する修正に係る意見及び提

案の検討並びに章の追加案の提示 

・ G20/OECD による BEPS 行動計画

の成果に対する適切な配慮 

・ 2014 年及び 2015 年の年次会合にお

ける経過報告並びに2016年の第12回

会合での議論及び採択のためのマニュ

アルの最終改定案の提示 

なお、Sollund からは、UN モデルのコ

メンタリーの規定の多くは、委員会の前メ

ンバーの見解を含むものであり、近い将来、

現メンバーの見解に差し替えられるであろ

うとのコメントがあった。 

(2) 中国における移転価格の実務 

Hu から、中国における移転価格の実務

について、次の説明が行われた。 

・ 中国の立場は、規範受容者（norm taker）

から議論操縦者（discourse driver）に移

行した。 

・ 中国は、従来の資本輸入国としての状況

及び増大する資本輸出国としての状況が

混在しており、それが、移転価格に関す

る特異な立場の採用に結び付いている。 

・  廉価な労働コスト（SAT Circular 

Guoshuihan [2009] No.106）、市場プレ

ミアム（ SAT Circular Guoshuihan 

[2010] No.84）及び未払の公害コストに

よるロケーション・セービングといった

中国における特異な状況により生じる立

地上の特別の優位性（location specific 

advantage） 

・ 比較可能性に係るデータベースの充実へ

の投資、確実性を高めるための二国間で

の APA の実施、紛争解決のための相互

協議手続への参加及び権限のある当局と

の情報交換の基準の改善が行われている。 

これに対し、Sanghavi から、立地上の

特別の優位性のような概念を独立企業原則

に当てはめることについては、国は関連企

業ではないにもかかわらず、企業と国との

関係により重きを置いた調整がされるよう

になるので、議論の余地があり、そのよう

なアプローチは、投資家の信頼を損なうこ

とにより、発展途上国の利害に不利に作用

する可能性があるとの見解が示された。 

また、Kaeser から、Sanghavi の見解を

支持すること、中国において公害コストの

負担が求められていないという事実は、中

国における関連企業の機能よりも、社会が

放棄したもののためであること、ロケー

ション・セービングの概念は、様々な技術

的及び消費市場としての優位性を有するド
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イツのような国によって覆されることにな

ることとの見解が示された。 

(3) 最近の進展に関する事業上の視点 

Kaeser から、移転価格の分野における最

近の進展に関する事業上の視点について重

要と考えられる次の 9 つの論題が示された。 

・ 事業を行うことが重要であり、移転価格

を通じて課税ベースを操作することに

注力しているわけではない。ただし、公

衆の受け止め方は、時に専門家の議論で

さえ、悪い事例によって動かされる。 

・ 本来、二重に課税されることを望んでお

らず、異なる国家間での所得の分割は二

次的なものである。 

・ 移転価格は、その国の見方及び税務上よ

り大きな取り分を得ようとする欲求に

よって、より大きく動かされる。 

・ 独立企業原則に関する統一見解の喪失

又は更なる無力化は、二重課税のリスク

を高める。 

・ 特に BRICS 諸国によって議論される問

題（例：立地上の特別の優位性）は理解

できるものの、中には、より難しい問題

もある（例：ブラジルにおける固定利潤）。 

・ 全体として最も必要とされることは、二

重課税の最終的なリスクを納税者に残

さない、確実に実効的な紛争解決手続の

確立であろう。 

・ したがって、義務的な仲裁又は義務的な

既定の所得分割（国家間での課税ベース

の融和的な分割）が必要である。 

・ 追加的な事務負担は、それぞれの支出が

経済的に利益をもたらすもの（すなわち、

投資）ではないので、避けるべきである。 

・ 高い透明性に対する欲求は理解できる

ものの、取引上・事業上の秘密の保護が

等しく求められる。 

 

5. 採掘産業の課税 

Lennard から、採掘産業の課税に関する新

しい国連の取組みについて、次の説明が行わ

れた。 

・ 採掘産業が成長及び収益の点で期待された

利益をもたらしておらず、この産業に焦点

を当てる必要があると感じている。 

・ この取組みはアフリカ諸国によって進めら

れているが、IMF、世界銀行、地域的組織、

産業界、IBFD 及び非営利団体といった多

様な利害関係者が存在する。 

・ これに関する国連の付託事項は、現行の実

務に関する報告及び発展途上国のための採

掘産業の課税問題に関する指針案の提示で

ある。 

・ 2014年から 2015年までの作業計画には、

次のことが含まれる。 

－ 採掘産業における問題及びそれらの関

連性に関する概説の作成 

－ 租税条約上の問題の整理 

－ キャピタル・ゲイン課税の問題（海外に

おける間接譲渡の問題を含む。）の整理 

－ 付加価値税の問題（国内適用要件との関

係を含む。）の整理 

－ 環境被害及び地域住民に対する有害な

影響を回避するための採掘施設の取替周

期の末期における課税上の側面の整理 

・ 2015 年に、国連は、次のことに関する作

業を開始する予定である。 

－ インボイス及びコストに関する実務の

効果的な検証 

－ 採掘産業に関する PE の問題 

－ 政府の取り分（選択肢及びあり得る影響） 

－ 契約締結(再)交渉における税務上の側

面に関する指針 

「セミナーG：無形資産に関連する課税問

題」 

〔 Seminar G: Tax issues relating to 

intangibles〕 

 

〔議長及び討論者等〕 
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Chair：Ricardo Escobar C. (Chile) 

Panel Members：Antonio De Abreu e 

Silva (Brazil), Caroline Silberztein 

(France), Manfred Naumann 

(Germany), Sanjay Puri (India), 

Jesper Barenfeld (Sweden), Andrew 

Solomon (US) 

Secretary：André De Souza Carvalho 

(Brazil) 

 

〔テーマのポイント〕 

  BEPS 行動 8（移転価格：無形資産）報告書

の説明を中心に、無形資産の価格算定の難

しさについて討議した。 

  ロケーション・セービング等の問題について

は、インド、中国等の立場など、国連移転価

格マニュアルの動向が紹介された。 

  無形資産の所有の問題、評価の問題、中で

も取引時点で評価が不確実な無形資産に対

する特別の措置などの問題については、

OECD で今後も議論されるものの、不確かな

ものも多く、引き続き多くの重要な問題が課

題として残っている。 

 

1. 企業の立場 

多国籍企業の税務責任者であるパネラーか

ら、企業が無形資産をグループ内で移転する

必要性について次のような説明があった。 

多国籍企業は OECD の BEPS の無形資産

に関する議論も理解しているが、特に新たな

事業を M&A 等で取得した場合などは、世界

中に無形資産が点在することとなり、グルー

プ内で効果的に管理するため、本社で無形資

産を集中管理する必要がある。例えばスウェ

ーデンの自動車企業の例を紹介すると、R&D

センターは世界 6 カ国にあるが、R&D の成

果は企業家リスクを負担する本社に無形資産

を独立企業間価格で移転することとしており、

このような移転はあくまで事業上の目的に基

づくものである。本社で無形資産を一元的に

所有、管理するモデルは一般的に従来から行

われているもので、このようなモデルは、何

ら BEPS に当たるものとは考えていない。 

 

2. BEPS 行動 8［移転価格:無形資産］報告書 

(1) 移転価格ガイドライン 1－2 章の修正 

ロケーション・セービング、グループ・

シナジー、集合労働力についてパネルから

その具体的な内容の説明が行われた。

OECD ではロケーション・セービングは比

較可能性の要素としているが、国連の移転

価格マニュアルではネットのコスト・セー

ビング部分を独立当事者間で合意されたで

あろう割合で分割することを認めており、

インドもそのような分割を求める立場であ

ること、中国もロケーション・セービング・

アドバンテージを比較対象取引の利益率に

調整することで企業グループ全体の利益を

配分することを求めていることが紹介され

た。 

グループ全体での一括調達などのように、

グループ・シナジーが具体的に生じている

場合には比較可能性の調整が必要とされる

ことや、事業再編に関連して従業員をグル

ープ内で移動させる場合なども比較可能性

の調整が必要となることが紹介された。 

(2) 新 6 章 

イ 定義 

OECD の新しい定義「有形資産や金融

資産ではなく、商業活動に使用するにあ

たり所有又は支配することができ、比較

可能な状況で非関連者間による取引に

おいて発生した場合に、その使用又は移

転によって報酬が生ずるもの」を紹介し

た上で、この定義の内容は、法的な定義

を狙ったものではなく、幅広い定義を

狙ったものであることが説明された。イ

ンドでは、無形資産の定義としてすべて

の事項をリスト化して規定しており、定
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義の項目が多すぎるとのコメントも見

られた。 

ロ のれん 

次のような事例を使ってのれんに関

する問題の説明があった。 

(例)多国籍企業が対象企業を100で買

収し、当該企業の評価額として無形資産

70、のれん 30 と算定。その後、グルー

プ内で事業再編を行い、買収先からグル

ープの無形資産管理会社へ 70 の価格で

移転した上で、当該企業をコストプラス

ベースの R&D 会社とするもの。 

OECD はのれんについて定義を置い

ておらず、「重要で金額的にも対価の主

要部分」であるとしていることを紹介し

た上で、のれんの評価、譲渡しうるか等

について議論が行われた。米国では、取

得したのれんの対価は償却できないこ

と、ドイツではのれんは企業に帰属する

ものではなく事業に帰属するものであ

るとの判決があることなどが紹介され

た。 

ハ 無形資産の所有 

パネルからは、無形資産の所有に関連

する部分について OECD の議論が終了

していないこと、無形資産の開発のため

の資金を提供するだけの法人が得るべ

き利益を一定とすることなどを含めた

特別の措置が今後検討されることが紹

介された。パネルからは、無形資産で悩

ましい問題として、グループ内の無形資

産管理会社へ無形資産を移転する際の

対価の算定（CUP 法又は DCF 法）、R&D、

販売マーケティング機能の対価の算定、

CFC ルールとの関係などがあることが

説明された。 

次の例で、A 国の税率が 5％である場

合との対比を行いながら、所有の意義、

租税回避規定と移転価格税制のどちら

を適用すべきか、独立企業原則から離れ

るべき状況とはどのような場合か、等に

ついて討議が行われた。特に、残余利益

が低税率国のペーパー法人（シェル法

人）に配分される場合には、人的機能を

検討する必要があるとの指摘もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、特別の措置との関連で、OECD

の AOA アプローチは独立企業原則に基

づくものであり、同アプローチに基づく

ガイダンスが今後提供されることが説

明された。 

一方、ブラジルではロイヤルティの支

払等には移転価格税制が適用されない

ことに注意するべきとの指摘もあった。 

C 国（税率 30%） 

受託
R&D 契約

ライセンス契約 

製造子会社 

B 国（税率 30%） 

R&D 子会社 親会社 

A 国（税率 30%） 
IP 譲渡
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ニ 無形資産の評価 

パネルから、無形資産の評価において

は DCF 法によらざるを得ない場合が多

いこと、取引時点で評価が不確実な無形

資産の取扱い、その他の手法などについ

て来年まで OECD で議論が行われると

の説明があった。これらの中で、特別の

措置については、評価が困難な、価値の

高い無形資産などの一定のものについ

て、税務当局が実績に基づいて算定を行

う、又は利益分割法に基づいて後日価格

調整を求めるなどの検討が行われるこ

とが紹介された。 

ホ まとめ 

パネルの共通認識として、無形資産の

移転価格の問題は未だ多くの点が不確

かであり、OECD のこの分野における進

展は期待するものの、今後も多くの重要

な問題が検討課題として残されている

とのコメントがあった。 

 

「セミナーH：国際課税の最近の展開」 

〔 Subject H: Recent developments in 

international taxation〕 

 

〔議長及び討論者等(10)〕 

Chair： Daniel Gutmann (France) 

Panel Members： Monica Bhatia (OECD),  

Yoshihiro Masui (Japan), Manfred 

Naumann (Germany),  Jacques 

Sasseville (OECD), Carol Tello 

(USA), Geraldo Valentim Neto 

(Brazil), Scott Wilkie (Canada) 

Secretary： Manish Kanth (India) 

 

〔テーマのポイント〕 

  最近の国際課税の動向として、OECD の

パネリストから2014年のモデル租税条約の

改正内容の紹介、ドイツのパネリストから

AOA の国内法への導入の状況、日本のパ

ネリストの増井教授（東京大学）から同じく

AOA の国内法への導入状況の説明があっ

た。 

  OECD のパネリストから情報交換関係の

動向と今後の動き、特に EU 指令が自動的

情報交換に対応するために改定されるこ

と、米国のFATCAの最新動向とこれらに対

応した自動的情報交換の進展などが報告さ

れた。 

  ブラジルのパネリスト等から租税条約と国

内法の解釈に関連した最近の判例について

紹介があった。米国のパネリスト等からはイ

ンバージョン税制への米国等の対応等の紹

介も行われた。 

 

1. モデル条約改正と AOA 導入 

(1) OECD モデル租税条約及びコメンタリー

の 2014 年改定 

Sasseville から、本年（2014 年）7 月 15

日に OECD 理事会で採択された、OECD

モデル租税条約及びコメンタリーの 2014

年改定の概要について、次の説明が行われ

た。 

・ 今回の改定は、2010 年から 2013 年ま

での間に行われたモデル租税条約に関す

る議論を反映したものである。ただし、

BEPS 行動計画に関する進行中の議論の

結果は含まれていない。 

・ 改定内容は、①26 条（情報交換）及び

そのコメンタリーの変更、②「受益者」

の意義に関する変更（10 条（配当）、11

条（利子）及び 12 条（使用料）のコメ

ンタリー）、③17 条（芸能人）及びその

コメンタリーの変更、④排出権に関連す

る租税条約上の問題に関する変更、⑤契

約終了時支払金の租税条約上の取扱いに

関する変更（15 条のコメンタリー）、⑥

技術的な変更、となっている。 
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・ 議論がされたものの、今回の改定に盛り

込まれなかったものとして、序論の変更

を除く国際運輸業に関する変更（2013

年討議用草案）及び 5 条（恒久的施設）

の解釈・適用に関する提案（2012 年討議

用草案は、BEPS 行動計画 7 に関する議

論が終了するまで、完結しないであろ

う。）がある。 

・ この他、留保、所見及び見解に関する変

更及び追加、報告「排出権に関連する租

税条約上の問題」、報告「OECD モデル

租税条約第 17 条に関連する問題」があ

る。 

(2) 国内法に対するOECDモデル租税条約の

影響 

AOA（Authorised OECD approach）の

適用のための枠組みを規定するためにドイ

ツ及び日本で制定された法令に関し、両国

のパネリストから説明が行われた。まず、

Naumann から、ドイツの法令について次

の説明が行われた。 

・ ドイツの国内法には、恒久的施設(PE)

の利得への課税に関して、明確な規定が

存在しない。 

・ OECD が AOA の取りまとめに 10 年を

要したように、PE 帰属所得は、最も複

雑な課題の一つである。 

・ PE 帰属所得の算定については、①関連

事業活動アプローチ（独立企業原則

（ALP）の限定的使用）及び②機能的分

離企業アプローチ（可能な限り ALP を

適用）の２つのアプローチがあるが、

OECD は、両国における所得の認識時期、

モデル租税条約 7 条 2 項及び 9 条との整

合性、子会社と PE の取扱いの平仄、簡

易性等から、②を採用した。 

・ ドイツでは、AOA の施行のため、国際

取引租税法（AStG）に 1 条 5 項が制定

された。ただし、AOA が二国間で新たに

合意されるまでは、旧条約が尊重され、

国内法の規定が優先することはない。ド

イツは、新 7 条を規定する条約を 12 カ

国との間で締結している。 

・ ドイツでは、産業界との長い議論の上に、

産業界も含め、AOA を受け入れることと

した。PE 帰属所得に係る AOA の適用は

2013 課税年度に開始されるが、AOA が

より効率的で予測可能性のある制度とな

るかどうかを見極める必要がある。 

次に、増井教授から、日本の法令について

次の説明が行われた。 

・ 日本で AOA が採用された背景は、ドイ

ツとは全く異なる。 

・ 日本は、PE 帰属所得の算定について、

1962 年以来、総合主義を採用し、AOA

とは非常に大きな相違があった。1980

年代以降、有識者から日本も PE 帰属所

得の算定方法を（総合主義から帰属主義

に）改めるべきとの議論が行われ、本年

（2014 年）3 月、遂に、AOA を盛り込

んだ国内法が成立した。 

・ AOA は、法人については 2016 年 4 月

以降、個人については 2017 年 1 月以降

に適用されるほか、外国法人の PE に外

国税額控除が認められることになる。 

・ 旧 7 条を規定する租税条約の適用があ

る場合には、内部利子及び内部使用料の

支払を認識しないことが、国内法上、明

示的に定められている。 

・ 日本が締結した租税条約のほとんどが、

AOA に対応するために再交渉を必要と

する。なお、PE の定義に関しては、BEPS

後の課題として、触れられていない。 

 

2. 情報交換制度の動向 

(1) 最近の動向 

「税の透明性と情報交換に関するグロー

バル・フォーラム（the Global Forum on 

Transparency and Exchange of 

Information）」（以下「グローバル・フォ



税大ジャーナル 25 2015.4 

210 

ーラム」という。）は、議決権を有する 143

の国・地域及び 14 のオブザーバーによっ

て構成された会合であり、包括的な合意形

成を目的としている。 

2009 年のグローバル・フォーラムの発足

以後、その取組みは、OECD を含めたあら

ゆる参加国・地域を巻き込む困難なもので

あったが、情報交換分野は大きく進展し、

昨年、少なくとも租税の目的における銀行

の秘密保護の時代は終焉を迎え、特定の

国・地域における競争の優位性は解消され、

公平性が実現した。なお、次回のベルリン

会合(11)では、新たな自動的情報交換の基準

について話し合われる。 

(2) 最新の情報 

EU では加盟国居住者の一定の所得及び

資産（雇用から生ずる所得、役員報酬、他

の情報交換手段の対象となっていない生命

保険商品、年金並びに不動産の所有及び不

動産から生ずる所得）に関して、2014 年 1

月以後に開始する課税期間に係る情報の自

動的情報交換制度が導入されているが、

2014 年 10 月 14 日、欧州委員会は、対象

となる情報の範囲の拡大を趣旨として、執

行共助指令を改正することで合意した。 

またスイス連邦参事会は、欧州連合及び

米国等との自動的情報交換制度の導入に向

けた最終折衝を開始することを承認した。 

(3) FATCA 

米国のパネリストからは、外国口座税務

コンプライアンス法（Foreign Account Tax 

Compliance Act；以下「FATCA」という。）

に関する動向が報告された。 

FATCAは2014年7月から施行されてお

り、2014 年 9 月 24 日時点で、10 万 4 千

社を超える国外金融機関が IRS への登録

を行った。ただし、米国外事業者に対する

源泉徴収は 2016 年 6 月まで延期されるほ

か、米国内国歳入庁は、2015 年までを移行

期間としており、FATCA への法令遵守を

誠実に行う国外金融機関に対しては、同法

に基づく処分を緩和する旨を発表した。 

また、FATCA を遵守するための政府間

モ デ ル 協 定 （ Intergovernmental 

Agreements。以下「IGA」という。）につ

いて、これまでに 42 カ国(12)との協定（内

37 カ国が“Model 1”(13)、5 カ国が“Model 

2”(14)）が発効したが、FATCA 規則は次々

と修正が加えられ、米国内国歳入庁は相次

いで告示を発表しており、一貫した情報が

得られず、実務に混乱がみられる。 

カナダのパネリストからは、FATCA へ

の対応状況の報告があった。カナダでは、

所得税法改正及びカナダ内国歳入庁による

新しいガイダンスが公表され、FATCA に

基づく報告の対象となる金融機関口座は、

預託や信託を含む直接・間接の所有者に拡

大されるとともに、個人運用の家族信託は、

国外金融機関ではない事業体であると解釈

が示された。一方、FATCA 導入を巡って

は、政府間協定の法的な位置付けや租税条

約に基づく情報交換との整合性といった問

題も指摘されている。 

租税条約に基づく情報交換は、一般に、

それが両締約国の国内法に適合し、機密が

確保される場合に限り許されてきたが、米

国との間で結ばれた IGA では国内法に優

越する旨を明らかにしており、納税者情報

の機密保持の要請との整合性が疑問視され

ている。また、FATCA は米国非居住者の

口座情報についての報告を要求するもので

あるが、米国とカナダ双方の国籍を有する

者についても、報告の対象とされるのは憲

法における平等原則に違反するとして訴訟

に発展した事例もみられる。 

 

3. 新興国における最近の裁判例等 

(1) インド －「ロイヤルティ」に関して遡及

的な効果を持って導入された国内法に係る

判断 
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パネルからは、技術的役務提供の手数料

に係る課税問題に関する 2 つのインドの裁

判例等が紹介された － マドラス控訴審判

決 で あ る  Verizon Communication 

Singapore Pte Ltd v. ITO と、所得税審決

である Viacom 18 v. ADIT である。 

これらの事件での問題は、「ロイヤル

ティ」が租税条約の定義をオーバーライド

して、遡及的な効果をもって導入された国

内法の定義に従って解釈されるべきかどう

かということであった。 

Kanth は、これらの事件では、裁判所が、

それに肯定的な判断を下したことを述べた。

しかしながら、彼は、それらの事件を分析

し、それらが正しくなかったとの自身の意

見を述べ、今後、最高裁判所がそれらの見

解を見直すことが期待されると述べた。 

さらに、彼は、租税事件における遡及的

な法律改正の実施が中止になりそうである

と、インドの新政府の現在の政策に言及し

た。 

(2) ブラジル － 技術的役務提供等への国境

を越える手数料支払の取扱い 

Valentim Neto は、租税条約第 7 条の施

行に関して、最高裁判所と他の下級裁判所

によって判断された事件（最高裁判所－特

別抗告 No. 1.161.467-RS（2012.5）及びそ

の下級裁判所の判決）について説明をした。 

税務当局のアプローチ（Declaratory Act 

No. 5/2014 及び Ordinance PGFN No. 

2363/2013）に従って、技術的役務提供及

び技術援助（技術移転の有無にかかわらず）

のための手数料の支払について、国境を越

える送金は以下のように取り扱われると彼

は説明した： 

 ロイヤルティ（第 12 条）；又は 

 者又はグループの認定に関して技術

的役務提供及び技術援助のケースで

は独立した専門職からの収入（第 14

条）；又は 

 もし、それが、ロイヤルティとして（第

12 条）又は独立した専門家によって提

供された役務提供（第 14 条）として

の外国への送金に分類することがで

きないのならば、事業収入（第 7 条） 

Valentim Neto は、支払者は、そのよう

な手数料の送金をする一方で、差止命令を

請求するか、あるいは、送金から租税を源

泉徴収しなくてはならないことを、税務当

局のポジションとして説明した。さらに、

彼は、その取扱いがその発生の時期にまで

拡張されたと補足した。たとえ、最近の判

例法（2014 年 5 月の Superior Chamber of 

Tax Appeals – Decision No. 9202-003.

120）が、実際に外国に送金されるときに

だけ、租税の源泉徴収がなされることを述

べているとしても、ブラジルの税務当局は、

2014 年 9 月に、それに反する Declaratory 

Act No.8 を公表した。 

このDeclaratory Actによれば、租税は、

たとえ実際に支払がなされていなくても、

それが取引として計上されればすぐに、源

泉徴収されるべきであるとされた。 

 

「セミナーI：租税以外の条約と課税」 

〔Seminar I: Taxation and Non-Tax Treaties〕 

 

〔議長及び討論者等〕 

Chair：Peter Barnes (US) 

Panel Members：Krister Andersson 

(Sweden), Alberto Benshimol 

(Venezuela), Hafiz Choudhury (UK), 

Liselott Kana (Chile) 

Secretary：Alexia Kardachaki 

(Netherlands) 

 

〔テーマのポイント〕 

  二国間の貿易・投資協定など、租税以外の

条約の数が飛躍的に増加しているが、これら
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の条約は課税に影響を与えるものがあるに

も関わらず、見過ごされている。 

  貿易・投資協定等には仲裁に関する条項が

あり、多額の課税を巡る争いについてこれら

の協定に基づく仲裁申し立てが行われたも

のがあり、有効に機能しているものも見られ

る。 

  税の専門家として、このような協定の動向、

租税条約がない場合の利用等については検

討の余地がある。 

 

1. 議論の背景 

貿易や海外投資の拡大により、グループ内

取引やサービス取引の拡大など取引の内容が

変わりつつある中で、租税条約だけでなく租

税以外の条約の件数が急増している。租税条

約の数が約 3,600 に対し、二国間投資協定の

数は約 3,000（1990年は 400）となっており、

これら投資協定に基づく争いは400未満と租

税条約に基づくものと比べると件数は少ない

が、途上国間の争いが増加している。 

租税条約は租税に関し重要な定めであるが、

他の国際的な条約、協定も租税に影響を与え

ているにも関わらず、税の専門家はそれらの

協定に注意を払っておらず、その存在に気付

いていない場合もある。二国間の租税条約が

ない場合であってもそれ以外の条約、協定が

ある場合も多く、例えば、米国の例ではエク

アドル、パナマ、ウルグアイとは税以外の協

定のみである。これらの条約、協定は政府内

又は民間の税の専門家が関与しないところで

結ばれているものが大半である。 

このような中、課税関係を考える上で、こ

れらの税以外の条約、協定は租税条約とどの

ような関係としてとらえるべきか、税の専門

家としてどのように関わるべきか等の問題に

ついて討議が行われた。 

 

2. 貿易・投資協定 

(1) 貿易・投資協定 

二国間、地域内、多国間の貿易・投資協

定（Trade and Investment Agreement）

は税の問題に影響を与える租税以外の条約

の中では最も重要なものである。 

貿易・投資協定はその内容はいろいろ異

なるものの、多くは内国民待遇と最恵国待

遇の規定を有し、紛争に関する仲裁の規定

があるとの説明があった。 

(2) 二国間投資協定 

海外投資に関する規制をできる限りなく

し、投資を自由に行える環境を整え、投資

家及び投資財産を保護するものとして、二

国間投資協定（BIT: Bilateral Investment 

Treaty）がある。BIT には標準モデルはな

いが、一般的に、最恵国待遇、内国民待遇、

公正衡平待遇、収用と補償の規定を有する

が、中でも、紛争を国際仲裁に付託できる

という手続き規定について、二つの重要な

事例が紹介された。 

一つはインドの Vodafone を巡る課税事

件（裁判では 2012 年 1 月に納税者勝訴で

確定したものの、当局が課税処分を維持で

きるような税制改正を行ったため未解決）

であり、2014 年現在、印蘭投資協定に基づ

いて仲裁手続きに付されているものである。

この事例については、問題とされている課

税額は 30 億ドルであり、相互協議手続き

で協議される税額は数百万ドル程度が多い

ことから見ると、驚くべき金額であるとの

コメントがあった。 

二つ目の事例は、米国 Lonestar グルー

プが 2012 年に韓国で、韓・ベルギー・ル

クセンブルク投資協定に基づいて仲裁申し

立てを行った事例であるが、韓国当局が同

グループのキャピタル・ゲインに対し租税

条約上免税に当たらないとして約 3.5 億ド

ルの源泉税を課税した処分を巡り争ってい

るものである。同グループは、更に、2014



税大ジャーナル 25 2015.4 

213 

年に別の資産の売却を巡り 94 百万ドルの

課税処分を受けており、これについては現

在韓国内で訴訟中との説明があった。 

更に、米タイ経済有効協定の事例が説明

され、米国のタックスプランナーはタイへ

の投資プランニングに当たり、この協定を

知らないため、米国外のファンドを利用す

る伝統的な手法を使い、この協定を利用で

きていない例も紹介された。 

(3) GATT 

WTO に基づく国際協定として、①GATT

（関税貿易一般協定）、中でも内国の課税及

び規則に関する内国民待遇の規定、②貿易

に関連する投資措置に関する協定、③補助

金及び相殺措置に関する協定、④サービス

貿易一般協定（GATS）、中でも租税条約の

相互協議条項との関係を規定した協議条項

（22 条 3 項）などについて説明があった。 

WTO のパネル（小委員会）に付託され

た紛争事例として、パナマがアルゼンチン

を相手取って 2013 年に申立てしたものが

紹介された。両国間に租税条約はなく、最

恵国待遇と内国民待遇を争点とするものと

説明された。 

(4) 地域貿易協定 

地 域 貿 易 協 定 （ Regional Trade 

Agreement）は、近年一般化しその重要性

が増しており、代表的なものとしては、

NAFTA 、 ASEAN Free Trade Area 、

Multiple EU Agreements などがある。 

NAFTA におけ る仲裁の 例として

Gottlieb Investors Group v. Canada の事

例が紹介された。この事例は、カナダで

2006 年に導入されたエネルギーセクター

の収益投資信託に対する課税に対し、米国

の民間投資家グループが当該信託を課税す

るとした変更は米国資本のエネルギー信託

に対する差別に該当し、エネルギー収益投

資信託に対する投資の収用に当たるとして

訴えたものである。 

3. その他の租税以外の条約 

(1) 船舶協定（Shipping agreements） 

租税に影響のある他の種類の条約の一つ

に、海上、航空輸送協定があること、各国

は協定のモデルを採用するものの、解釈に

違いがあり、例えば、米国‐シンガポール

協定では両国の解釈は異なったものとなっ

ていることが説明された。 

(2) エネルギー憲章に関する条約 

エネルギー憲章に関する条約（Energy 

Charter Treaty）は約 50 カ国が締結し、

エネルギー分野における貿易、投資等の自

由化・保護等について規定していること、

税の問題は通常含まれないが、事実上の収

用が行われた場合この条約が発動されるこ

とが説明された。 

この条約が有名になったのは、Yukos 事

件で前株主グループが課税処分を収用に当

たるとしてエネルギー憲章に関する条約に

基づいてロシア政府を訴えたことである。

オランダハーグの常設仲裁裁判所は、当該

訴えに対し、500 億ドルの支払いを命じた。

この金額について、パネルからは、租税条

約に基づく仲裁では決して得られない金額

だとのコメントがあった。 

(3) EU 指令 

税の増加を招き、費用の増加となる条約

の例として排出量規制（温室効果ガス排出

量規制）に関する EU 指令（EU Sulpher 

Directive）の例が紹介された。当該指令は

北ヨーロッパの船舶に対し現在のものより

10 倍硫黄の少ないバンカーオイルの使用

を義務付けるものであり、2015 年から適用

されることとされている。これにより 30

億ユーロの費用の増加が見込まれており、

結果的に税と同じ効果を生むものであり、

パネルからは、このように条約を税に類す

るものとして利用する方法は憲法問題を生

むこととなるとの指摘もあった。 
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4. 結論 

税と貿易の問題がいずれも関わる場合には、

問題が難しくなるが、税の問題は税の専門家

が関与すべきであること、租税条約を締結し

ていない多くの国がある現状から、投資協定

等は税の問題も含めた解決策となりうるとの

コメントがあった。 

更に、相互協議手続きに基づく仲裁は政府

間の紛争解決手段として有効であり、利用す

べきであることと、BEPS の取組みがこのよ

うな紛争解決メカニズムの必要性、重要性を

ますます高めることになるとの指摘もあった。 

 

「セミナーJ：IFA/EU  BEPS 取組みの EU

法への影響」 

〔Seminar J： IFA/EU The impact of EU 

law on the BEPS initiative〕 

 

〔議長及び討論者等〕 

Chair： Pasquale Pistone (IBFD/Italy) 

Panel Members： John Connors (United 

Kingdom), Robert J. Danon 

(Switzerland), Martin Kreienbaum 

(Germany), Ioanna Mitroyanni (EU) 

Secretary： Saurabh Arora (India) 

 

〔テーマのポイント〕 

  EU は、2012 年 12 月に「EU の租税不正

及び脱税に対する 34 のアクションプラン」を

公表し、これにより EU 域内での取組みを、

2013 年 7 月の OECD BEPS 行動計画と

合わせて進めてきている。 

  OECD は 2014 年 9 月 16 日に BEPS 行

動計画の第一次の成果物（Deliverables）

を公表したわけであるが、EU としては、こ

れまでの EU での取組との整合性等を考慮

して、今後、OECD からの勧告に応じた制

度改正等を行っていくものと思われる。 

  本セッションでは、EU 統一という EU のス

タンスからの BEPS への対応が示されたも

のといえる。 

 

本セッションでは、PART A と PART B の

二部構成が採用され、PART A では、最近の

BEPS への取組みを踏まえて、EU における

法人税制に関する進展状況等について簡単に

説明がなされ、PART B では、①CFC ルール、

②有害税制への対応、③租税条約／EU 指令

の濫用、④ハイブリッド・ミスマッチ・アレ

ンジメントの 4 つの課題について、共通のケ

ーススタディを設定して議論がなされた。 

 

Ⅰ〔PART A〕 

1．現在 EU において行われている検討事項 

(1) 法的措置に係る取組み 

法的措置に係る取組みとしては、パネル

から、法人税制に関して、PSD（Parent 

Subsidiary Directive：親子会社指令）につ

いてHybrid Loan Mismatchに対処するた

めの改正案が、2013 年 11 月 25 日に公表

されたことが説明され、また、この改正案

の実効性を担保するために、EU で法人税

制において、一般的租税回避防止規定

（GAAR）を導入することが述べられた。 

(2) その他の取組み 

現在検討が進められている取組みとして

は、IP ボックス（パテント・ボックス）、

デジタル経済、LOB 条項や CFC ルールに

係る水平的取組み（Horizontal Initiatives）

が取り上げられた。 

 

2．BEPS に関する取組状況 

(1) 全体的な枠組み 

G20 で支持がなされ、OECD で推進され

ている BEPS に関する取組みは、EU の加

盟国においても、最も重要な国際的租税政

策プロジェクトであることは確かなことで

ある。 
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ただし、OECD の BEPS の結論が EU

法と調和するものなのか、EU の法的な枠

組みが広範な BEPS の目的と整合性がと

れるのかについては検討を要する。 

(2) ビジネスにおける展望 

BEPS への取組みを支持するものの、ビ

ジネスの観点からは、BEPS への取組に関

して、「確実性（Certainty）」、「予見性／一

貫性（Predictability/consistency）」、「安定

性 （ Stability ）」 及 び 「 相 応 性

（Proportionality）」の確保を通じて、経

済が成長し、好景気であり、そして、雇用

の確保を促す環境を望むものであり、商業

的なストラクチャーの実際に重点が置かれ

るべきである。 

 

Ⅱ〔PART B〕 

PART B では、前述のとおり、BEPS に関

する EU における課題として、①CFC ルール、

②有害税制への対応、③租税条約／EU 指令

の濫用、④ハイブリッド・ミスマッチ・アレ

ンジメントの 4 つを取り扱っている。これら

の 4 つの議論のために、１つの共通事例（ケ

ーススタディ）を用いているが、4 つを 1 つ

で対応させて若干複雑になっているので、こ

こではその事例を用いた説明部分を省略して

各課題の議論についてみてみる。 

1．CFC ルール 

(1) BEPS との関連における CFC ルール 

CFC ルールは、租税回避の防止ツール、

利益繰延防止メカニズム又は実質基準

（substance test）のような国により異

なった租税目的に合わせて構築されてきた

ものであり、それは「事業体アプローチ

（entity approach）」と「取引アプローチ

（transactional approach）」によっている

ものである。このような CFC ルールに関

してBEPSの行動3の下での勧告について

は、どのような側面に重点が置かれること

になるのか。 

このようなコンセプトを前提として、パ

ネルからは個人的な考えとした上で、以下

の意見が示された。 

 BEPS の行動 3 の下での勧告は、経済実

質に合った課税への再調整という、

BEPS のコア原則と合致したものであ

るべきであり、それを越えるべきではな

い。 

 BEPS の行動 3 の下での勧告は、資本輸

入の中立性（CIN）のみではなく、資本

輸出の中立性（CEN）からも受け入れ

られるものであるべきである。 

 これらの理由から、「関連性／実質性ベ

ース・アプローチ（nexus/substance 

based approach）」（CFC の事業活動と

リンクしない所得をピックアップする

もの）が望ましい。 

 一方で、利益繰延防止メカニズムは適切

ではない。 

(2) EU コミッションの見方 

EU コミッションとしては、以下に示す

これまでの ECJ 判例の結論と整合的であ

ることを重要視するであろう。 

 CFC ルールによる EU 域内での経済活

動への制限は、「完全に人工的なアレンジ

メント（wholly artificial arrangements）」

に限定されるべきである。 

 「事業体アプローチ」と「取引アプロー

チ」のどちらが望ましいのか？ 

(3) ビジネスからの見方 

ビ ジ ネ ス 界 と し て は 、「 Cadbury 

Schweppes（C196/04）」等の判例が重要で

あるとして、 EU 法の「設立の自由

（Freedom of Establish）」の制限との整合

性を重視している。「完全に人工的なアレン

ジメント」については、正常な課税を回避

しようとするものだけをその対象とするこ

とが正当であろうとしている。 

(4) まとめ 

 人工的に迂回をする所得をターゲット
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にした、より強化された CFC ルールは

BEPS の共通法令やコア原則には合致

するものである。 

 EU の CFC 法制への制約は、BEPS の

枠組みにおいて、より強固な協調性に背

を向けるものに違いない。 

 CFC ルールの適用は、パテント・ボッ

クスの軽課税国における知的財産への

ガバナンスと事業管理の程度に拠るの

であろう（どの程度の実質が存在するの

か）。 

 

2．有害税制への対応 

(1) BEPS の観点からの問題点 

パネルから、有害税制への対応に係る

BEPS の観点からの問題点としては、「パテ

ント・ボックス」制度（IP box regime）が

あるとの指摘がなされた。IP の権利とR&D

活動に関して、以下の指摘がなされた。 

 IP の権利の判定に関しては、R&D 活

動との繋がりを必要としない。 

 R&D 活動と事業体との関連は、とて

も弱く見受けられる。 

これに対し、「パテント・ボックス」制度

に対する BEPS の観点からのポイントと

しては、次のことが指摘された。 

 BEPS の行動 5 及び行動規範（code of 

conduct）の枠組みの観点からは、「実質

的活動（substance activity）」に重点が

置かれるべきである。 

 このゴールとしては、「実質的活動」の

要件を満たしたパテント・ボックス・ル

ールの EU 全体で調整のとれた制度を

構築することである。 

 現段階では、正式なコンセンサスは存在

しないが、パテントの帰属に関するアプ

ローチとして考えられるものは、以下の

3 つが掲げられる。 

 価値創造アプローチ 

（Value creation approach） 

 移転価格アプローチ 

（Transfer pricing approach ⇒ 

“all or nothing approach”） 

 ネクサスアプローチ 

（Nexus approach ⇒

“proportionate approach”） 

(2) EU における「パテント・ボックス」制度

への対応 

パネルから、すべての EU 加盟国は、

2014 年末までに「行動規範クライテリア

（Code of Conduct criteria：CoC）の下で、

各国の「パテント・ボックス」制度の検討

をすることが説明された。 

CoC では、「パテント・ボックス」制度

について、ゼロ税率を含むかなり低い実効

税率である場合には、EU 加盟国が政策的

に責任を持って潜在的に有害であることの

評価をすることになる。 

(3) 修正ネクサスアプローチ 

OECD の有害税制フォーラム（OECD 

Forum on Harmful Tax Practices：FHTP）

は、「修正ネクサスアプローチ（Modified 

Nexus approach）」を新たなルールとして

提案しており、これはパテント等の開発に

費やされた R&D 支出（R&D expenditure）

の発生場所をベースにしてパテントの帰属

を判定するアプローチである。 

このアプローチは、知的財産のための優

遇制度（preferential regimes）が、R&D

支出に直接に関連する租税特典を要求して

いるとすることによって、優遇制度がある

法的管轄で実施される実質的な経済活動

（substantial economic activities）の存在

を必要としていることを、制度的に確実に

しようとするものである。 

修正ネクサスアプローチの対象となる

R&D 支出を「適格支出（ qualifying 

expenditure）」といい、これにアウトソー

シングに係る支出を含ませることはできな

いこととされている。 
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(4) 国家援助（State aid）との関係 

「パテント・ボックス」制度は、これが

事実上の選択（de facto selective）である

とみなされるのであれば、「国家援助（State 

aid）」であろうとされた。 

EU 競争法における「国家援助」は、単

に国家が資金を与えるだけではなく、低い

利子での融資、企業の負債の保証、国が経

済的な利益を企業に差別的に与えることを

意味している。この国家援助については、

EU コミッションが許可権限を有しており、

許可を得ていないすべての国家援助は違法

とされる。違法とされたものは、既に援助

が行われたものについては、払い戻すこと

が要求される(15)。 

EU コミッションは、現在、特定企業

（アップル〔アイルランド〕、スターバック

ス〔オランダ〕、フィアット〔ルクセンブル

グ〕、アマゾン〔ルクセンブルグ〕）に対し

て、EU 競争法の国家援助の観点から「徹

底的な調査（in-depth investigation）」を

実施しており、この結果如何では、これら

の企業に対して、これまでの国家援助に当

たる金額の追徴的支払（この場合には、金

額をどのように算定し、どこに支払うべき

か？）が要求されることが考えられる。 

なお、これについては、ムンバイ大会終

了後の 2014 年 11 月 15 日のネット・ニュ

ース等で、「スタバの税優遇、欧州委『違法

の可能性』」といった記事が配信されており、

最終的に違法との判断がなされれば、これ

らの企業は多額の追徴的支払が課されるも

のと思われる。 

(5) まとめ 

この有害税制への対応については、パネ

ルにスイス人とドイツ人が参加していたこ

ともあり、パネル間で意見が大きく異なっ

ていた。 

パネルからは、有害税制の禁止と国家援

助の判定は、法的アプローチにおいて、前

者はソフトであり、後者はハードであり、

どちらも BEPS の目的には合致はしてい

るものの、しかしながら、前者は将来的な

対応であり、後者は遡及的な対応であると

の指摘がなされ、最終的に、「パテント・ボッ

クス」制度については、次回のバーゼル大

会のテーマとして再度議論を行う機会があ

るので結論はそのときにということで締め

括りがなされた。 

 

3．租税条約／EU 指令の濫用 

(1) BEPS の観点からのポイント 

BEPS の観点からの租税条約／EU 指令

に係る濫用に関するポイントとして、①濫

用的な行為及びアグレッシブ・タックス・

プランニング、②EU 利子指令・ロイヤル

ティ指令／親子会社指令、③BEPS 行動 6

の 3 つを取り上げたうえで、これに係る

EU の問題点として以下のことが指摘され

た。 

 EUを源泉地とするかなりの額の所得が

課税もなしに EU 域外に移転されてい

る。 

 EU は、利益移転から国境を防御するこ

とに失敗を重ねてきた。 

 EU の自由が、（ECJ の解釈により）域

内マーケットの統合的な結果を生じさ

せている。 

(2) EU の BEPS に係る租税条約の濫用等へ

のスタンス 

EU 加盟国の法令に関しては、各国の租

税回避防止ルールが ECJ の判例法に従っ

て改正されてきたところであり、また、EU

が域内を一つの市場とすることを目的とし

ており、そのためには租税上の障壁も除去

されるということから、以下のことは潜在

的に受け入れることが難しいものと思われ

る。 

 国外所得免除（領土主義課税）を超える

取扱い 
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 最低税率の導入 

 域内での同様の状況下における企業へ

の異なった取扱い 等 

(3) EU－スイスのセービング・アグリーメント 

EU－スイスのセービング・アグリーメ

ント第 15 条(1)・(2)には、「スイス及び EU

加盟国における不正又は濫用を防止するた

めの国内法又は協定ベースの条項の適用は、

既得権を毀損することなしに」と規定され

ている。BEPS の防止を達成するためには、

これをどう解釈し、どう取り扱うのか。 

(4) OECD の BEPS 行動 6 と EU 法との関係 

2014 年 9 月 16 日に公表された OECD

の BEPS 行動 6〔租税条約濫用の防止〕の

勧告文書では、新たに OECD モデル租税

条約に「LOB 条項」及び「PPT（Principal 

Purpose Test）」を導入することとされたが、

このなかで「LOB 条項」については EU 法

の観点（手続上の障碍となる）から検討を

要するのではないか。 

(5) まとめ 

パネルからは、BEPS の行動計画は、濫

用行為への対応手段の観点から、国家主権

の浸食（erosion of national sovereignty）

を含意するものであるとの指摘がなされた。

そのうえで、パネルからは、EU 域内の市

場統一のためには、濫用行為への対応レベ

ル以上の国内税制の統合が必要とされるも

のであり、EU 及び BEPS スタンダードに

合致するアグレッシブ・タックス・プラン

ニングや濫用行為への対策は、EU 域内や

スイスのような第三国との関係において、

一定レベルのプレイング・フィールド（対

応の場所）を創造するものである、との考

えが述べられた。 

また、OECDの行動 6で導入されたLOB

条項は、EU の基本的自由に対して、現実

的かつ手続的な侵害を引き起こすものであ

ろうことが指摘された。 

 

4．ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメント 

(1) BEPS の観点からのポイント 

ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメ

ントに関しての BEPS の観点からのポイ

ントとして、 

① ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメ

ントから国際的二重非課税が生じている

こと 

② EU 親子会社指令及び BEPS 行動 2 の

勧告文書の公表がなされたこと 

が指摘され、パネルからは、BEPS 行動 2

の勧告文書の概要について説明がなされた。 

(2) EUの国際的二重非課税に対するポリシー 

パネルからは、EU の国際的二重非課税

に対するポリシーとして、①ECJ の判例に

おいてダブル・ディッピングは EU の基本

的自由の制約の下でも否認されること、②

2013 年 11 月に EU 親子会社指令の改正案

が公表されたこと、③EU 域内においても

クロスボーダーでの課税上の性格付けと取

扱いの一貫性が要求されること、④税制の

差異を利用して特典を得られないよう一貫

性が要求されること等の説明がなされた。 

(3) EU 親子会社指令の改正(16) 

2013 年 11 月 25 日に公表された EU 親

子会社指令案が取扱われたが、これの主な

改正点は、以下のとおりであり、EU は、

現行の親子会社指令の租税回避規定に代え

て、一般的な租税回避防止規定（GAAR）

を追加するとしている。 

 租税回避に関する国内法又は協定ベー

スの規定の適用を排除しない。 

 EU 加盟国は、法令の目的・趣旨に反し

て、不適切な租税特典を受けることが主

たる目的である（一連の）人為的な取決

めについては、親子会社指令の特典を付

与しない。 

 経済実態を伴わない取引、スキーム、行

為、契約等は、（一連の）人為的な取決

めに該当する。 
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 人為的かどうかの判定に当たり、EU 加

盟国は、当該取決めが以下のいずれかに

該当するかを確認する。 

 取決めを構成する各ステップの法的性

格が、全体としての取決めの法的実体

と整合していないこと 

 当該取決めが、合理的な事業行動にお

いて通常利用されない方法によってい

ること 

 当該取決めが、効果を相殺又は相互に

取り消すような要素を持っていること 

 当該取決めが、循環取引の性質を有す

ること 

 当該取決めが、納税者のビジネスリス

クと不整合に過大な租税特典を得てい

ること 

なお、EU 加盟国は、2014 年 12 月 31

日までに、本 EC 指令に適合するよう、国

内法、通達等を整備する必要がある。 

(4) まとめ 

パネルからは、リンキング・ルールは、

概念的には、ハイブリッド・ミスマッチ・

アレンジメントを無効化するに最適のメカ

ニズムであるとの評価がなされ、これは

ECJ の判例法のダブル・ディッピングのコ

ア・コンセプトと合致するものであるとの

意見が示された。 

 

                                                      
(1) 本報告書では、原則として敬称は略する。 
(2) 本報告の作成にあたっては、2014 年 10 月 14

日に IBFD から公表された Dhruv Sanghavi 

（IBFD Researcher）作成のレポートを参考にし

た。 
(3) 本報告の作成に当たっては、2014 年 10 月 13

日に Piyush Gupta（IBFD Principal Research 

Associate）から公表されたレポートを参考にし

た。 
(4) 本報告の作成にあたっては、2014 年 10 月 13

日に IBFDから公表されたRuxandra Vlasceanu

（IBFD Senior Research Associate）作成のレポ

                                                                         
ートを参考にした。 

(5) 居波邦泰｢インドのボーダフォン判決に係る考

察（上）－ボンベイ高裁判決の分析－｣ 税大ジャ

ーナル 18 号 120 頁。 
(6) ボーダフォン事件のインド最高裁判決につい

て詳しくは、居波邦泰｢インドのボーダフォン判

決に係る考察（下）－インド最高裁判決の分析－｣ 

税大ジャーナル 19 号 119 頁を参考にされたい。 
(7) 本報告の作成に当たっては、2014 年 10 月 14

日に Piyush Gupta（IBFD Principal Research 

Associate）から公表されたレポートを参考にし

た。 
(8) 現状では、「条約の前文」に案文は示されてお

らず、空白であり、「条約の前文は、両締約国の

憲法上の手続に従って起案されるものとする。」

という脚注が付されているだけである。 
(9) 本報告の作成に当たっては、2014 年 10 月 15

日に Dhruv Sanghavi（IBFD Researcher）から

公表されたレポートを参考にした。 
(10) 本報告の作成に当たっては、2014 年 10 月 16

日に Dhruv Sanghavi（IBFD Researcher）から

公表されたレポートを参考にした。 
(11) 第 68回 IFA年次総会当時は未開催であったが、

第 7 回グローバル・フォーラムは 2014 年 10 月

28 日～29 日にドイツ・ベルリンで開催され、自

動的情報交換の新たな基準導入スケジュールや

発展途上国における情報交換実施への支援策等

についての合意がなされた（同グローバル・フォ

ーラムの模様については OECD のホームページ

（ http://www.oecd.org/newsroom/major-new-st

eps-to-boost-international-cooperation-against-

tax-evasion-governments-commit-to-implemen

t-automatic-exchange-of-information-beginnin

g-2017.htm）を参照した。）。 
(12) 第 68回 IFA年次総会のセミナー資料に基づく

数。最新の発効国及び合意国のリストは米国財務

省のホームページ（http://www.treasury.gov/

resource-center/tax-policy/treaties/pages/fatca-

archive.aspx）に公表されている。 
(13) 国外の金融機関の事務負担を軽減するために、

金融機関口座情報を IRS に対して直接報告する

代わりに、自国の政府に対して報告する仕組みを

整備し、協定相手国の金融機関による FATCA 遵

守を容易にしている。 



税大ジャーナル 25 2015.4 

220 

                                                                         
(14) 2012 年 6 月に米国が日本及びスイスとの間で

それぞれ公表した共同声明の内容を反映させた

内容となっており、主として、金融機関が自国の

当局ではなく IRS に対して情報を直接報告する

点が異なる。そのため、Model 2 には、Model 1

における相互型協定（協定相手国の居住者が米国

内の金融機関に保有する口座の情報を、FATCA

協定相手国に見返りとして提供する仕組みを有

するもの）がない点が特徴である。 
(15) 「JETRO ユーロトレンド」（2001）。 
(16) 出典：PwC, European Tax Newsalert 「月刊 

国際課税」2014 年 1 月号収録。 


